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規制庁殿の指摘事項:鉄セル遮蔽体のアンカー部評価について説明すること。

• 技術会合のご説明時点では、応力評価のみが完了しており、並行してアンカー部評価を進
めていた。

• しかしながら、技術会合後にアンカー部評価が完了したところ、評価上最も厳しい基礎ボルト
において、許容値を超える荷重が発生していることが確認されたため、鉄セル遮蔽体の基礎
ボルト部の設計を一部見直した。（見直し箇所の詳細は参考資料に示す。）

• 本資料では、基礎ボルト部の設計を一部見直したモデル※での固有値解析、応力評価及
びアンカー部評価の結果をご説明する。
※基礎ボルトの本数及び配置、ブラケットのサイズを一部見直した（参考資料参照）。

1. 概要
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◆評価項目
以下の①、②について評価を行う。

①固有値解析
②基礎ボルトに発生するせん断応力及び引張応力

◆設計用地震力
以下の設計用地震力で鉄セルを評価する。

◆供用状態
Ss900で機能維持を確認することから供用状態DS

※2とする。

動的地震力

Ss900
（鉄セルは剛構造であり※1、建屋のSs900による解析で得られる最大床応答

加速度（1階）でFEM解析を実施）

鉄セルのSs900に対する耐震性を確認するため、3次元FEMモデルを構築し、以下の項目・条
件で評価を実施する。

※2 原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601）に基づき、原子力発電所耐震設計技術規程（JEAC4601）を参考とした。

※1 固有値解析の結果はP.3に示す。

2. 評価方法 技術会合でのご説明から変更なし
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3. 固有値解析の結果について
3

技術会合から設計を見直したFEMモデルで固有周期を解析した結果、固有周期は
1次振動モードで0.047秒となった。

固有周期は0.05秒以下であることから、鉄セルは剛構造であることを確認した。

FEM解析モデル
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◆設計用地震力の設定
固有値解析で、鉄セルは剛構造であることを確認したことから、静的な設計用地震力を以下

のとおり設定する。

鉛直方向水平方向
方向

UD方向NS方向EW方向

73210289821階における建屋のSs900に対する
最大床応答加速度[Gal]

↓↓↓

878.41233.61178.420%割り増しした加速度[Gal]

↓↓↓

0.901.261.21震度[-]

①鉄セルが設置される1階における建屋のSs900に対する地震応答解析結果を各方向に対して20%
割り増しし、重力加速度で除することで震度は以下のとおりとなる。

②水平方向の設計震度について保守的に包絡させるため、最終的に設計用震度は以下のとおりとなる。
鉛直方向水平方向

方向
UD方向NS方向EW方向

0.901.261.26設計用震度[-]

4. 地震力の設定について 技術会合でのご説明から変更なし
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地震力の入力方向の組合せは8通り※1ある。各発生応力が最大となる入力方向
の組合せにおける基礎ボルトの発生応力を以下に示す。

許容応力※3

(MPa)

最大発生
応力

(MPa)
節点番号評価応力

4872765878引張応力

37525523875せん断応力

27320923875組合せ応力※2

各最大発生応力の発生箇所

下表のとおり、すべての応力について最大発生応力
が許容応力を下回っているため、鉄セルはSs900
に対して耐震性を有することを確認した。

➡ 鉄セルはコンクリートセルへ波及的
影響を及ぼさない。

※1 X、Y、Z方向の3方向に対して、それぞれ正又は負方向の2通りが考えられるため、8(=2×2×2）通りとなる。

※2 引張応力とせん断力の組合せ
※3 原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601）及び発電用原子力設備規格 設計・

建設規格（JSME S NC1-2005/2007）に基づく

5. 応力評価の結果について
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◆評価方法
JEAG4601に基づき、鉄セル遮蔽体のアンカー部評価を行う。

◆評価式
①基礎ボルトが引張荷重を受ける場合のコンクリートの評価

6. アンカー部評価について（1/2）

・コンクリートにせん断補強筋が無い場合
荷重の算定で得られた基礎ボルトの引張荷重は、以下に示すコンクリート部の引張荷重に対する許容値以下とな

るようにする。 p : 基礎ボルト1本当たりの引張荷重 （N）
pa : 基礎ボルト１本当たりのコンクリート部の許容引張荷重（N）
pa1: コンクリート躯体がコーン状破壊する場合の基礎ボルト1本当たりの許容引張荷重（N）
pa2: 基礎ボルト頭部に接するコンクリート部が支圧破壊する場合の基礎ボルト１本当たりの許容引張荷重（N）
K1 : コーン状破壊する場合の引張耐力の低減係数
K2 : 支圧破壊する場合の引張耐力の低減係数
Fc : コンクリートの設計基準強度（N/mm2）
Ac : コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面積（mm2）
αc: 支圧面積と有効投影面積から定まる係数、= A A⁄ かつ10以下
A0: 支圧面積（mm2）
le : 基礎ボルトのコンクリート内への埋め込み⾧さ（mm）
D : 基礎ボルト頭部の直径（mm）
d  : 基礎ボルトの呼び径（mm）

②基礎ボルトがせん断荷重を受ける場合のコンクリートの評価
q : 基礎ボルト1本当たりのせん断荷重 （N）
qa : 基礎ボルト１本当たりのコンクリート部の許容せん断荷重（N）
qa1: 基礎ボルトと基礎ボルト周辺のコンクリートが圧壊して破壊（複合破壊）する場合の基礎ボルト1本当たり

の許容せん断荷重（N）
qa2: へり側コンクリートが破壊する場合の基礎ボルト1本当たりの許容せん断荷重(N)
K3 : 複合破壊の場合のせん断耐力の低減係数
K4 : へり側コンクリート破壊の場合のせん断耐力の低減係数
Ab: 基礎ボルトの谷径断面積（スタッドの場合は軸部断面積）(mm2)
Ec : コンクリートのヤング係数(N/mm2)
Fc : コンクリートの設計基準強度（N/mm2）
Ac1 : コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面積（mm2）
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6. アンカー部評価について（2/2）

◆評価結果

引張荷重
p(N)

供用状態Dsにおける
許容引張荷重

pa(N)=MIN(pa1, pa2)

供用状態Dsにおける許容引張荷重

支圧破壊許容
引張荷重pa2(N)

コーン状破壊許容
引張荷重pa1(N)

668489858573552998585

（1）引張荷重に対する評価結果
引張荷重pが許容引張荷重pa以下であることを確認した。

（2）せん断荷重に対する評価結果
せん断荷重qが許容せん断荷重qa以下であることを確認した。

せん断荷重
q(N)

供用状態Dsにおける
許容せん断荷重

qa(N)=MIN(qa1, qa2)

供用状態Dsにおける許容せん断荷重

へり側破壊許容
せん断荷重qa2(N)

複合破壊許容
せん断荷重qa1(N)

67229118976
ー

（基礎ボルトはへり部に
配置されないため、省略）

118976

（3）組合せに対する評価結果
組合せを考慮しても、許容値である1以下となることを確認した。

組合せ評価 [(p/pa)2+(q/qa)2]許容値

0.781
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【参考資料】 設計見直し箇所について（1/2）

見直し後の設計技術会合でご説明した設計
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【参考資料】 設計見直し箇所について（2/2）

※1 ： コンクリートセル側からの俯瞰
※2 ： コンクリートセル側への俯瞰

※1

※2
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1. 概要
1

「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（以下「ガイド」という。）に基づき、以下
の竜巻影響評価を行った。

①設計竜巻荷重に対する建屋の影響評価
②設計飛来物の衝突に対する建屋の影響評価
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2. 設計竜巻の特性値
2

最大気圧低下率
(dp/dt)ｍａｘ

[hPa/s]

最大気圧低下量
ΔPｍａｘ[hPa]

最大接線
風速半径
Ｒｍ[m]

最大接線風速
ＶＲｍ[m/s]

移動速度
ＶＴ[m/s]

最大風速
ＶＤ[m/s]

357530781492

〇設計竜巻の最大値
設計竜巻の最大風速を92m/sと設定した。

ガイドに基づく、各特性値の計算式から設計竜巻の特性値を以下のとおり算出した。

•
•
•
• （ρ:空気密度）
•
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3. 設計飛来物の設定
3

ガイド及び第2棟の設置環境を考慮し、以下のとおり設計飛来物を選定した。

塊状物板状物棒状物
トラックコンテナコンクリ－ト板鋼製材鋼製パイプ飛来物の種類

⾧さ×幅×奥行
5×1.9×1.3

⾧さ×幅×奥行
2.4×2.6×6

⾧さ×幅×厚さ
1.5×1×0.15

⾧さ×幅×奥行
4.2×0.3×0.2

⾧さ×直径
2×0.05サイズ[m]

475023005401358.4質 量[kg]

①ガイドに提示されている飛来物

塊状物
車両（小）※2車両（大）※1飛来物の種類
⾧さ×幅×奥行
3.4×1.5×1.5

⾧さ×幅×奥行
4.90×1.88×1.87サイズ[m]

7102150質 量[kg]

②第2棟の設置環境を考慮して選定した飛来物
第2棟周辺には道路及び駐車場があるため、飛来物として車両を選定

※1 TEPCO柏崎刈羽原子力発電所の許認可実績から引用
※2 日本原燃の許認可実績から引用
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4. TONBOSによる飛来物の飛散解析の結果
4

他の原子力施設で許認可実績があるTONBOS※を使用し、設計竜巻における飛
来物の飛散高さ、速度等を評価した。以下に結果を示す。

最大水平
速度[m/s]

最大飛散
高さ[m]浮上判定飛来物

浮上しない鋼管パイプ

11.40.2浮上する鋼製材

浮上しないコンクリート板

49.612.9浮上するコンテナ

浮上しないトラック

37.83.4浮上する車両（大）

48.85.4浮上する車両（小）

鋼管パイプ、コンクリート板及びトラックは浮上しないため、以降の評価から除外。
鋼製材、車両（大）及び車両（小）は、最大飛散高さが7m以下であるため、1階にのみ衝突と想定。
コンテナは最大飛散高さが13m以下であるため、1階及び2階に衝突と想定。
屋上階の高さまで飛来物は飛散しない。

※ 江口譲，杉本聡一郎，服部康男，平口博丸:竜巻による物体の浮上・飛来解析コードTONBOS の開発，電力中央研究所 研究報告N14002，2014.

第2棟建屋の断面図
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5. 設計竜巻荷重に対する影響評価（1/2）
5

ガイドを基に、設計竜巻荷重に対して第2棟建屋が健全であることを確認するため、設計竜巻荷重による
複合荷重（WT1及びWT2）に対して第2棟建屋の構造健全性が維持されることを確認するため、保有水
平耐力以下であることを確認する。

WP（気圧差による荷重）の計算式 WW（風圧力による荷重）の計算式

WW （ ） WM

WM（飛来物による衝撃荷重）の計算式

（Rieraの式）

評価結果

判定保有水平耐力[N]WT1[N]階層

〇2.59E+071.52E+06屋上階
〇1.08E+081.96E+062階
〇1.90E+089.45E+051階

① 複合荷重WT1は、保有水平耐力以下であるため、建屋は設計竜巻の複合荷重WT1に対して健
全である。

・考慮すべき設計竜巻荷重

①
②

参考値
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5. 設計竜巻荷重に対する影響評価（2/2）
6

評価結果

判定保有水平耐力[N]WT2[N] ※2飛来物※1

〇

1.90E+083.18E+07

鋼製材
〇コンテナ
〇車両(大)
〇車両(小)

1階

② 複合荷重WT2は、保有水平耐力以下であるため、建屋は設計竜巻の複合荷重WT2に対して健全で
ある。

判定保有水平耐力[N]WT2[N]飛来物※2

〇1.08E+081.04E+07コンテナ

2階

なお、P.4に示すTONBOSによる解析結果から、飛来物は屋上階の高さまでは飛散しないことを
確認している。

※2 鋼製材、車両（大）及び車両（小）は、1階の高さまでしか飛散しない。

※1 鋼管パイプ、コンクリート板及びトラックは浮上しない。
※2 鋼製材、コンテナ、車両（大）及び車両（小）が同時に衝突する場合を想定

参考値
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6. 飛来物の衝突に対する影響評価
7

飛来物の寸法重量及びTONBOSによる解析で得られた飛来物の速度から、飛来物が建屋外
壁に衝突した場合における貫通及び裏面剥離の発生の有無を確認する。
なお、貫通及び裏面剥離の発生の有無を評価する際に使用する評価式は、他の原子力施設

で許認可実績がある以下の式を使用する。

〇コンクリートに対する貫通評価及び裏面剥離評価

修正NDRC式

Degen式

・貫通評価※1

・裏面剥離評価

Chang式

〇鋼板に対する貫通評価

BRL式

※1 形状係数:1.14（鋭い）、低減係数:1.0（剛体）の条件で計算

凡例

裏面剥離限界厚さ低減係数(-)α :貫通限界厚さ(in)t :

質量(lb/(ft/s2))M:貫入深さ飛来物低減係数(-)α :

鋼板貫通限界厚さ(in)T:貫入深さ(in)X :

飛来物質量(lb・s2/ft)M:形状係数(-)N:

鋼板の材料に関する係数(=1)K:コンクリート強度(psi)F :

貫通限界厚さ低減係数(-)α :

飛来物直径(in)D:

飛来物重量(lb)W:

衝突速度(ft/s)V:

裏面剥離限界厚さ(ft)t :

重力加速度(ft/s2)g:

t = α D 2.2
X

α D
− 0.3

X

α D

X = α 4kWND
V

1000D

.

k =
180

F

t =
1.84α

200
V

.

MV .

D
12

.

144F .
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8

飛来物がコンクリート（建屋外壁）に衝突した場合の影響評価の結果を以下に示す。
・鋼管パイプ、コンクリート板、トラック
浮上しないため、第2棟には衝突しない。

・鋼製材、車両（大）、車両（小）
最大飛散高さが7m未満であるため、1階の外壁に衝突する。
１階外壁の壁厚が、貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚さよりも大きいため、貫通、裏面剥離は発生しない。

・コンテナ
最大飛散高さが7m以上、13m未満であるため、1階及び2階の外壁に衝突する。
1階外壁の壁厚が、貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚さよりも大きいため、貫通及び裏面剥離は発生しない。
2階外壁の一部の壁厚が、裏面剥離限界厚さよりも小さいため、裏面剥離が発生する。（次頁にて詳細を説明）

衝突する壁の
実際の壁厚

コンクリートの裏面剥離
限界厚さ[cm]

コンクリートの
貫通限界厚さ[cm]

最大飛散
高さ[m]飛来物

鋼管パイプ

(1階:高さ0～7m)0.2鋼製材

コンクリート板

(2階:高さ7～13m)

(1階:高さ0～7m)
12.9コンテナ

トラック

(1階:高さ0～7m)3.4車両（大）

(1階:高さ0～7m)5.4車両（小）

7. 飛来物が建屋外壁（コンクリート）に衝突した場合の影響評価（1/2）

第2棟建屋の断面図

参考値
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9

コンテナが2階外壁に衝突することで裏面剥離が発生する。
• 赤枠で示した外壁は壁厚が であるため、コンテナが衝突しても貫通（貫通限界厚さ= ）及び裏面剥離

（裏面剥離限界厚さ= ）は発生しない。
• 青破線枠で示した外壁は壁厚が であるため、コンテナが衝突した場合は裏面剥離が発生する。発生した剥離

物は、近傍（換気空調設備室、制御室、更衣室・汚染検査室及び放射線監視室）に落下するが、コンクリートセ
ルに影響はない。

2階平面図

7. 飛来物が建屋外壁（コンクリート）に衝突した場合の影響評価（2/2）
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8. 飛来物が扉（鋼板）に衝突した場合の影響評価（1/2）
10

第２棟の建屋外壁ではなく、建屋境界に設置される扉に飛来物が衝突した場合の評価を行う。

・第２棟建屋境界に設置される扉の一覧

厚さ[mm]材質設置階№

ステンレス鋼11

ステンレス鋼／普通コンクリート／ステンレス鋼※12

1階平面図2階平面図

№1

№2

№1

※ 普通コンクリートがステンレス鋼で挟まれている構造
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8. 飛来物が扉（鋼板）に衝突した場合の影響評価（2/2）
11

鋼板の貫通限界厚さ
[mm]

最大飛散
高さ[m]飛来物

鋼管パイプ

0.2鋼製材

コンクリート板

12.9コンテナ

トラック

3.4車両（大）

5.4車両（小）

最大飛散高さ及び鋼板の貫通限界厚さ

飛来物が鋼板（扉）に衝突した場合の影響評価の結果を以下に示す。

・扉№1
鋼板厚さが であるため、いずれの飛来物が衝突しても貫通することはない。

・扉№2
鋼板厚さが であるため、いずれの飛来物が衝突しても貫通することはない。

参考値
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9. 飛来物が給気ガラリに衝突した場合の影響評価
12

飛来物(コンテナ)が2階に設置される給気ガラリに衝突した場合の影響評価の結果を以下に示す。
なお、実際には給気ガラリ及び給気フィルタが存在するが、本評価では保守的に以下の想定を行った。
① コンテナが給気ガラリに衝突した場合、給気ガラリを貫通し、給気フィルタ室に侵入する。
② 給気フィルタ室の壁（壁厚25cm）に衝突し、換気空調設備室（給気）に侵入する。
③ サービスエリアとの境界壁（壁厚60cm）に衝突し、貫通はせず、裏面剥離が発生する。
④ 剥離物はコンクリートセルから2.8m離れたサービスエリア床に落下する。

➡ 結果として、コンテナが給気ガラリに衝突した場合でもコンクリートセルに影響はない。

コンクリートの裏面剥離
限界厚さ（cm）

コンクリートの
貫通限界厚さ（cm）

最大飛散
高さ(m)飛来物

12.9コンテナ

コンテナの各限界厚さ

2階平面図

裏面剥離が
発生する外壁

裏面剥離発生箇所の状況

コンクリートセル
天井部

2.8m

参考値
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10. まとめ
13

1. 設計竜巻荷重に対する影響評価
 設計竜巻荷重による複合荷重（WT1及びWT2）が保有水平耐力以下である

ため、コンクリートセルに影響がないことを確認した。

2. 飛来物の衝突に対する影響評価
• 設計飛来物が建屋外壁（コンクリート）に衝突する場合の影響評価

 コンテナが建屋外壁に衝突し、裏面剥離が発生することを確認した。
➡剥離物はコンクリートセルに落下しないため、影響がないことを確認した。

• 設計飛来物が扉（鋼板）に衝突する場合の影響評価
 飛来物は扉を貫通しないため、影響がないことを確認した。

• 設計飛来物が給気ガラリに衝突する場合の影響評価
 飛来物は内壁に衝突し、裏面剥離が発生することを確認した。

➡剥離物はコンクリートセルに落下しないため、影響がないことを確認した。
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＜参考＞ 設計竜巻の設定について
14

 発電所が立地する東北地方太平洋側では、過去の竜巻観測データによると、大規模な竜巻は発生しに
くいものと考えられるが、竜巻観測データの不確かさを考慮し、日本において過去発生した最大規模の竜
巻を参考とする。

発生場所発生日Fスケール
埼玉県浦和市1971年7月7日F3
神奈川県川崎市1978年2月28日F3
千葉県茂原市1990年12月11日F3
愛知県豊橋市1999年9月24日F3
茨城県常総市2012年5月6日F3

過去発生した主なF3竜巻（気象庁，竜巻等の突風データベースより）

 過去発生した最大規模の竜巻は藤田スケールのF3竜巻（風速70～92m/s）であることから、
設計竜巻に92m/sを採用した。
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資料4-3

番号 審査項目 指摘内容 指摘日 事業者回答 回答日 状況 指摘手段 備考

66 耐震設計
引き抜きによるアンカー部コンクリートの評価の結果につ
いて説明すること。

2020/7/30
2023/7/4の規制庁殿面談時の説明資料（アン
カー部コンクリートの評価結果）に基づき、補足
説明資料の記載内容を追而記載する。

2023/7/4 ・2021/6/9まとめ資料P.224, 255に記載あり

67 耐震設計
断面図だけでなく平面図にもコンクリートセルの場所を記
載すること。

2020/7/30
補足説明資料2.14.2.1.-1頁に、コンクリートセル
を構成する壁等を赤枠で記すことで回答した。

2023/7/4

・申請書添付-2, 11等の平面図には記載あ
り
・2021/6/9まとめ資料P.199に記載はある
が、申請書添付-20耐震性等の平面図では
明確な記載はなし

68 耐震設計

建屋に要求される機能のうち、遮蔽機能が求められる建
屋の部位を明確にすること。また、密封機能についても、
どの部位に求められどのように確保されるか説明するこ
と。

2020/7/30
補足説明資料2.14.2.1-5頁に、遮へい機能の部
位を示し、2.14.2.7頁以降に弾性範囲内であるこ
とを示した。

2023/7/4
・2021/6/9まとめ資料P.335, 336に記載あり
・これで全部か要確認)

161 耐震設計

公衆への被ばく影響の評価について、これまで示された
評価は、使用施設等の基準において示されている評価
方法、具体的には閉じ込め機能の喪失と遮へい機能の
喪失及び１事故当たりの喪失の組み合わせを十分に考
慮していないと考えるところ、設備毎に求められる安全機
能を整理した上で、改めて耐震クラスの分類の際の影響
評価として検討し説明すること。

2021/11/11
補足説明資料2.14.2.1-2頁に各設備の安全機能
について示し、2.14.2.1-14頁に、各設備の公衆
への被ばく影響を示した。

2021/1/14

163 耐震設計

今回示された公衆への被ばく影響の評価の中で、遮へい
がない場合が耐震クラス分類を行う際の評価に相当す
る。その上で、昨年９月８日に原子力規制委員会で「東京
電力福島第一原子力発電所の耐震設計における地震動
とその適用の考え方」を示す以前に申請され設計が進ん
でいた本件については、Ss900による耐震性の評価を確
認した上で耐震クラス分類を確認することとするため、当
該評価が終了し次第説明すること。

2022/1/14 補足説明資料2.14.2.1-1以降に記載した。 2022/11/25

175 耐震設計

進め方として、Ss900体系による建屋の耐震性の評価を
実施した後、建屋の地震影響を踏まえて敷地境界線量を
評価し、その結果に応じて耐震クラス分類を決定すること
としているが、最初に当該施設を構成する設備毎に安全
機能及び単一で安全機能を喪失した場合の敷地境界線
量への影響について整理し、耐震クラス設定についての
考え方を示すこと。

2022/6/8 補足説明資料2.14.2.1-1頁以降に記載した。
2022/8/24
2022/11/25

176 耐震設計

インベントリに応じ安全機能が喪失した状態で線量を評
価した上で耐震クラス分類を設定し、その後設計の進捗
状況等を勘案して適用する地震動を決定するという流れ
は、大筋で規制委員会の了承した流れに沿っているもの
の、スライド８ページの記載は耐震クラス分類を２度行う
との誤解を招く表現であり、表現の修正とともに耐震クラ
ス分類した各設備に適用する地震動と応力評価基準等
を整理し直して説明すること。

2022/8/24
補足説明資料2.14.2.1-1頁に、第51回規制委員
会で示された新たな耐震クラスの設定フローに
基づき実施することを記載した。

2022/11/25

177 耐震設計
建屋、コンクリートセル等についてSs900に対して設計裕
度を考慮した耐震評価結果となっていることを説明するこ
と。

2022/8/24
補足説明資料2.14.2.1-4頁以降に、Ss900の耐
震評価結果を示す。

2022/11/25

178 耐震設計

線量評価の条件として、「試料ピットは堅牢な構造であり
形状は維持されるため、臨界に達するおそれはない」とし
ていることについて、耐震性の観点から根拠を説明する
こと。

2022/8/24

補足説明資料2.14.2.1-4頁以降に、コンクリート
セルと試料ピットの耐震評価内容を示し、補足
説明試料2.14.2.1-12頁に形状が変化した場合
の確認結果を示した。

2022/11/25

179 耐震設計

線量評価の条件として、「※１　遮蔽機能は１か月（30日）
で復旧できると想定」、「※４　液体状の放射性物質の漏
えい時の気相への移行率0.02％」としている根拠を説明
すること。

2022/8/24

補足説明資料2.14.2.1-73頁に移行率0.02%の根
拠を示す。
遮へい機能については、安全機能の喪失が継
続する期間は、第103回特定原子力施設監視・
評価検討会で示された7日間とし、敷地境界線
量を評価した。
(2022/11/25面談資料1)

2022/11/25

180 耐震設計

セル・グローブボックス用換気空調設備の線量評価の条
件として、排気配管内の放射性物質の放出のみを考慮し
ていることは換気空調設備がセル・グローブボックスと接
続していることから適切でなく、セル・グローブボックス内
からの放射性物質の放出を考慮すること。

2022/8/24
補足説明資料2.14.2.1-18頁に、コンクリートセル
から気相に移行し放射性物質が放出される旨を
記載した。

2022/11/25

182 耐震設計

暫定的な耐震クラスに係る安全機能を失った際の公衆被
ばく影響評価に関して、臨界量以上の燃料デブリを扱う
設備については臨界防止機能が喪失した場合の影響も
考慮すること。

2022/11/25

補足説明資料2.14.2.1-3頁に以下の内容を記
す。
---
臨界量以上の燃料デブリ等を扱う試料ピットに
ついて、臨界に達した場合を想定し、公衆の被

ばく影響を評価した結果、1.9×102mSvとなる。

2023/7/4

183 耐震設計
建屋の耐震をSクラスとしているため、その遮へい効果に
期待して設備はB＋として評価しているが、冒頭でこの考
え方のロジックの説明を記載すること。

2022/11/25

補足説明資料2.14.2.1-1頁以降に、以下の内容
を記す。
---
建屋のSs900による耐震性評価の結果、建屋耐
震壁及びコンクリートセル壁のせん断ひずみが

許容限界（2.0×10-3）を超えないことを確認し
た。
さらにJEAC4601を参考すると、「せん断ひずみ
の許容限界を満足している場合は、遮へい機能
は保持されている」との記載があるため、遮蔽機
能は維持されるものとして公衆被ばく影響を評
価している。

2023/7/4

184 耐震設計

消火設備等は放射性物質を内包する設備ではないが、
地震により他設備の安全機能に影響を与える場合（例え
ば消火できずにセルの排気フィルタが消失等）は、安全
機能の重要度に応じて当該設備と同じ耐震性を確保す
ること。

2022/11/25

補足説明資料2.14.2.1-75頁にて、地震時に消火
機能を喪失しても，コンクリートセル，鉄セル及
びグローブボックスの耐震クラス分類に影響を
与えるような公衆被ばく線量の増加はないた
め，消火設備は耐震クラスＣと分類する旨を記
載した。

2023/7/4
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番号 審査項目 指摘内容 指摘日 事業者回答 回答日 状況 指摘手段 備考

185 耐震設計
建屋、コンクリートセルの除染係数として10という値を用
いているが、一律にこの値を用いる根拠について説明す
ること。

2022/11/25

補足説明資料2.14.2.1-74頁に、以下の内容を記
す。
---
建屋のSs900による耐震性評価の結果、建屋耐
震壁及びコンクリートセル壁のせん断ひずみが

許容限界（2.0×10-3）を超えないことから、以下
の文献「Elizabeth M.Flew,et al.”Assessment of
the Potential Release of Radioactivity from
Installations at AERE, Harwell. Implications for
Emergency Planning“.Handling of Radiation
Accidents. International Atomic Energy Agency.
Vienna, 1969, IAEA-SM-119/7」に基づき、建屋
及びコンクリートセルの除染係数をそれぞれ10
としている。

2023/7/4

187 耐震設計

資料１の耐震評価の考え方等において、「原子力発電所
耐震設計技術規程（JEAC4601）」を引用しているが、当
該規程は原子力規制委員会としてエンドースしていない
ものであり、元の論文を引用する等、適切な形で評価す
ること。

2022/11/25

補足説明資料2.14.2.1-5、55、56、58、62、63頁
に、
JEAC4601の元文献を調査したが、入手が難し
い文献が多数あり、元文献にたどりつけなかっ
た。
そのため、「JEAC4601を基づき」という記載を
「JEAC4601を参考に」という記載に修正した。

2023/7/4

188 耐震設計

資料１の耐震評価の考え方における耐震上の具体的な
要求事項について、全体的に定性的な表現ではなく、評
価結果の実態も考慮して、評価結果との関係で理解し易
いような表現に改めること。

2022/11/25
補足説明資料2.14.2.1-15頁で、「遮へい機能、
閉じ込め機能、臨界防止機能が維持できること
を確認した。」に示した。

2023/7/4

190 耐震設計

資料２及び資料３の地盤モデルの設定根拠に関して、地
盤調査の内容等を資料に明示すること、また使用済燃料
乾式キャスク仮保管設備の地盤物性を用いることとした
根拠等についても明示すること。

2022/11/25

補足説明資料2.14.2.1-27頁以降に以下の内容
を記す。
---
地盤調査の内容等を資料に明示した。
また、1F敷地内の西側に位置し、第２棟（T.P.+
約40ｍ）と同様な敷地高さ（T.P.+約38ｍ）に設置
されている使用済燃料乾式キャスク仮保管設備
では、地層の連続性を確認した上で、福島第一
原子力発電所 原子炉設置変更許可申請書より
地盤物性値を適用しており、第２棟においても同
様にボーリング調査により確認のうえ、地盤物
性値を適用している。

2023/7/4

191 耐震設計

コンクリートセルについて、現在の評価結果は建屋壁を
含めた平均値を用いているが、コンクリートセル壁は建
屋壁と厚さなどが異なることから、建屋とコンクリートセル
を分離して評価すること。また、許容限界の考え方につい
て、建屋の間接支持機能だけでなく、コンクリートセルの
遮蔽機能及び閉じ込め機能に対しても整理すること。

2022/11/25

補足説明資料2.14.2.1-4頁以降に、コンクリート
セル及び試料ピットに要求される機能について
評価し、評価項目が許容限界であることを示し
た。

2023/7/4

192 耐震設計

耐震評価の対象とする設備について、対象設備を類型
化した上で、床応答加速度、評価対象部位や許容応力
の設定の考え方を含めそれぞれどのような評価を行うの
か説明すること。また、今回の評価結果については、剛
構造であることを前提とした評価を行っているが、その根
拠となる固有値解析結果等を示すとともに、剛構造以外
の設備（例えば評価対象となっていない設備としてマニ
ピュレーター等）はどのように評価しているのか説明する
こと。

2022/11/25

補足説明資料2.14.2.1-54頁以降に、以下の内
容を示す。
・耐震評価の対象設備を類型化し、固有周期に
ついて設備ごとにまとめた。
・評価対象部位が基礎ボルトであることを明確
化した。

剛構造以外の設備（マニプレータ等）について、
補足説明資料2.14.2.1-75頁の表2.14.2.1-61 バ
ウンダリの取り方列のその他の欄に示した。

2023/7/4

193 耐震設計

耐震クラスの見直しによる耐震評価において、耐震Ｂクラ
ス設備に適用される静的震度（1.8Ci）を用いた加速度の
応答比倍率による評価を示しているが、措置を講ずべき
事項では、適切な耐震上の区分の設定とそれに応じた設
計用地震力に十分耐えることを要求していることから、変
更申請においては適用する地震動による評価内容を提
示すること。

2022/11/25

補足説明資料2.14.2.1-54頁以降に、内装設備
の1/2Ss450機能維持について、応答倍率法で
はなく、JEAC4601を参考にした評価を実施し、
耐震性を有していることを確認する。一例として
鉄セル遮へい体の評価結果を示す。

2023/7/4

追-
18

耐震設計

変更認可申請書及び説明資料においては、ローディング
ドック等で使用するクレーンに係る記載がないが、クレー
ンの重量等について説明するとともに、耐震に係る評価
上クレーンの荷重等の考慮が不要であることを説明する
こと。

補足説明資料2.14.2-4頁に、第2棟には定格荷
重（20t、5t）の計2基のクレーンの配置を計画し
ております。また、定格荷重20tのクレーンは，
「クレーン機器重量約16t，吊荷荷重20t」，定格
荷重5tのクレーンは，「クレーン機器重量約
2.5t，吊荷荷重5t」であることを記載した。加え
て、建屋の耐震設計では、クレーン構造規格や
建築物荷重指針・同解説により、吊荷重量を除
きクレーン機器重量を考慮して評価をしており、
耐震性に問題ないことを確認したことを記載し
た。

2023/7/4

追-
19

耐震設計
塩酸含有廃液保管ラック及び有機廃液保管ラックに関し
て耐震設計の考え方を説明すること。

補足説明資料2.14.2-4頁に、塩酸含有廃液保管
ラック及び有機廃液保管ラックは、取り扱う燃料
デブリ等が少量であり、被ばく線量が極めて小さ
いことから、耐震Cクラスとしている。

2023/7/4
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85
閉じ込め機能／耐震設
計

閉じ込め機能の確保の考え方に基づいて、電気系や弁
等を含む設備全体の耐震クラスの整理をするとともに、
異常時の弁の操作について説明すること。

2020/9/16

補足説明資料2.14.2.1-15頁に、各設備の耐震ク
ラスを記載した。
閉じ込め機能の確保の考え方及び異常時の操
作は、2.10放射性気体廃棄物の処理・管理に記
載した。

2023/7/4

・耐震クラスについては別途確認中
・2021/6/9まとめ資料P.393-400に自動閉
止等の記載あり
・ただし設備の機能喪失＋火災発生時等の
弁の開閉操作については今後マニュアルを
定める予定(要確認?)

【参考：東電関連説明 2021.2.3面談時】 コン
クリートセルの給排気弁（停電時に自動で
閉止する弁）は、給電時であれば制御室に
て開閉操作を行うことが可能である。

① 耐震設計

「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発
電所における耐震クラス分類と地震動の適用の考え方」
のフローに基づき暫定で S クラスであるものの、現実的
な緩和対策を勘案して B+クラスとしている点について、S
クラスが担保できない点を含めて耐震に係る評価結果を
網羅的かつ具体的に説明すること。

2023/1/24
補足説明資料2.14.2.1-1～77頁にて、試料ピッ
ト、コンクリートセルはSクラスと分類することを
記載した。

2023/7/4

② 耐震設計

Ss900 による建屋の耐震性評価において、閉じ込め及び
遮蔽機能の評価基準に、「原子力発電所耐震設計技術
規程（JEAC4601）」で定めているせん断ひずみの値（2.0

×10-3）を用いているが、前回も指摘したとおり
JEAC4601は原子力規制委員会でエンドースしておらず、
また実用炉の審査ではその値を用いることの妥当性も含
めて評価していることから、評価結果の記載については
上記の耐震クラスの議論を踏まえた上で適切な内容に見
直すこと。

2023/1/24
補足説明資料2.14.2.1-1～77頁にて、「原子力
発電所耐震設計技術規程（JEAC4601）」を参考
にして、評価を実施したことを記載した。

2023/7/4

③ 耐震設計

上記の耐震クラスの議論を踏まえ、必要に応じて耐震性
評価を見直すこと、また下位クラス設備の破損等による
上位クラス設備に対する波及的影響についても検討する
必要があること。

2023/1/24
補足説明資料2.14.2.1-67～71頁にて、上位クラ
ス設備に対する波及的影響を記載した。

2023/7/4

④ 耐震設計

マニプレータに係る説明に関連して、セル等の全ての貫
通部や鉛ガラス部等について耐震、火災、負圧維持等の
観点から、いずれの場合においても影響がないことを網
羅的に説明すること。

2023/1/24

補足説明資料2.14.2.1-76～77頁にて、貫通部に
おける鉛ガラス部等について耐震、火災、負圧
維持等の観点から、いずれの場合においても影
響がないことを記載した。

2023/7/4

⑤ 耐震設計

Ss900 の評価結果等の「概ね弾性状態（スケルトンカー
ブの第 2折れ点以下）」と記載している点について、どの
様な状態（例：鉄筋降伏には至らない状態等）を意味して
いるのか具体的に記載すること。

2023/2/13
補足説明資料2.14.2.1-6～7頁にて、スケルトン
カーブの第 2折れ点以下がどのような状態か具
体的に記載した。

2023/7/4

⑥ 耐震設計

3.0Ci の耐震評価結果（検定比等）について、検定比が
1.0を超過している部材の損傷程度を説明するとともに、
各部材の機能維持に必要な強度との関係性や耐震上重
要なセルやピットの機能への影響等について説明するこ
と。

2023/2/13

補足説明資料2.14.2.1-9～10頁にて、検定比が
1.0を超過している部材の損傷程度を記載した。
また、2.14.2.1-44～48頁にて、ピットの機能への
影響がないことを記載した。

2023/7/4

⑦ 耐震設計

耐震クラスについて、Ss900 の解析・評価した結果等から
実質上安全機能が喪失しないことから B＋クラスにした
いとするならば、その考え方やロジック構築の経緯、昨年
11 月 16 日の原子力規制委員会で示した耐震クラスの
設定の考え方のフローとの関係を整理して説明するこ
と。

2023/2/13
補足説明資料2.14.2.1-1～77頁にて、試料ピッ
ト、コンクリートセルはSクラスと分類することを
記載した。

2023/7/4

⑧ 耐震設計

暫定Ｓクラスとなるコンクリートセルや燃料ピット（以下「セ
ル等」という。）の静的解析 3.0Ci による確認結果に関し
て、セル等及びその他部材の設置位置や役割（機能）を
明確にした上で、検定比が 1.0 を上回る部材によるセル
等への影響の有無について、断面図等を用いて各部材
の設置位置及び役割の関係を踏まえて具体的に説明す
ること。その上で、当該部材が間接支持等でありセル等
には波及的影響を及ぼさないのであればその根拠を説
明すること。

2023/2/24

補足説明資料2.14.2.1-9～10頁にて、セル等及
びその他部材の設置位置や役割（機能）を明確
にした上で、検定比が 1.0 を上回る部材による
セル等への影響がないことを記載した。

2023/7/4

⑨ 耐震設計

地震時の破損・転倒等による上位クラス設備への波及的
影響検討について、鉄セル遮へい体がセル等に波及的
影響を及ぼす可能性がある事象を網羅的に検討した上
で全体が分かるよう記載すること。

2023/2/24
補足説明資料2.14.2.1-11～71頁にて、上位クラ
ス設備に対する波及的影響を記載した。

2023/7/4

⑩ 耐震設計

静的地震力の解析結果に係るコンクリートセル部への波
及的影響関係について、波及的影響防止に係る「原子力
発電所耐震設計技術規程（JEAC4601）」（2008 年版）の
記載について、「原子力発電所耐震設計技術指針
（JEAG）」の記載等を確認の上、適切な記載に見直すこ
と。

2023/4/11
補足説明資料2.14.2.1-10～13頁にて、原子力
発電所耐震設計技術指針(JEAG)に基づき確認
した旨、記載の適正化を実施しました。

2023/7/4

⑪ 耐震設計
耐震性評価に係る基準として、JEAC4601にて定めてい

るせん断ひずみの値（2.0×10-3）を各所で用いているが、
適切な内容に見直すこと。

2023/4/11

補足説明資料2.14.2.1-38、51～52頁にて、せん
断ひずみの評価基準値をスケルトンカーブの第
2折れ点以下(概ね弾性範囲)であるように、記載
しました。

2023/7/4

⑫ 耐震設計
東京電力福島第一原子力発電所で想定される自然現象
に対する設計上の考慮として、地震と積雪等の荷重の組
合せについても説明すること。

2023/4/11
補足説明資料2.14.2.1-27、63～65頁にて、荷重
及び荷重の組合せについて記載しました。

2023/7/4

⑬ 耐震設計
誘発上下動モデルについて、接地率と解析モデルの適
用範囲との関係から、当該モデルの適用性について説
明すること。

2023/4/11
補足説明資料2.14.2.1-42頁にて、接地率の評価
結果を記載し、誘発上下動モデルの適用範囲内
であることを記載しました。

2023/7/4

⑭ 耐震設計

第2棟の耐震評価における許容限界（概ね弾性範囲）に
ついて、以下の通り、記載の適正化を行うこと。

「原子力発電所耐震設計技術規程JEAC4601-2008」で

は，せん断ひずみに関する許容限界2.0×10-3以下として
いるものの、閉じ込め機能等の観点から保守的に評価
し、おおむね弾性範囲にとどめる。

2023/4/11
補足説明資料2.14.2.1-4頁にて、左記の通り、記
載の見直しを行いました。

2023/7/4

⑮ 耐震設計

「2.2.2解析モデルの概要 (2)建屋解析モデル（質点系モ
デル）概要」について、以下の通り、記載の適正化を行う
こと。

建屋の耐震壁のスケルトンカーブ等については「原子力
発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1987」に基づくとと
もに，基礎浮き上がりの非線形性については、実用炉の
審査実績がある誘発上下動モデルを「原子力発電所耐
震設計技術規程JEAC4601-2008」を参考にして作成し、
地震応答解析を実施する。

2023/4/11
補足説明資料2.14.2.1-5頁にて、左記の通り、記
載の見直しを行いました。

2023/7/4

⑯ 耐震設計

耐震クラスが異なるコンクリートセル（Sクラス）及び鉄セ

ル（B＋クラス）について、鉄セルをコンクリートセルに接続
して使用するため、Ss900地震時に鉄セルが破損してコ
ンクリートセルに波及的影響を及ぼさないことを説明する
こと。

2023/4/11
補足説明資料2.14.2.1-98～104頁にて、上位ク
ラス設備に対する波及的影響を記載しました。

2023/7/4
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⑰ 耐震設計

鉄セルの解析モデル化に関して、モデル化の基となる鉄
セルの構造図等を示すこと。また、固有値解析モデルと
応力評価モデルで異なるモデルを使用している場合はそ
の旨を示すとともに、固有値解析モデルでの拘束条件に
ついても説明を追加すること。

2023/6/8 2023/7/4の面談にて説明予定。 2023/7/4

⑱ 耐震設計

鉄セルの遮へい体を支持しているコンクリートセル側の
据え付け部の影響評価についても別途まとめ資料等で
示して説明すること。また、コンクリートセル及び鉄セル
間の物品等の搬出入部の耐震評価の必要性についても
検討すること。

2023/6/8 次回面談にて説明予定。 2023/7/4
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2.14.3 外部人為事象に対する設計上の考慮 
  

資料 4-4 



2.14.3-2 

 

措置を講ずべき事項 

Ⅱ．設計，設備について措置を講ずべき事項 

 

 

2.14.3.1 措置を講ずべき事項への適合方針 

第 2 棟は，想定される外部人為事象によって，施設の安全性を損なうことのない設計とする。 

第 2 棟に対する第三者の不法な接近等に対し，これを防御するため，適切な措置を講じた設計と

する。 

  

１４．設計上の考慮 

○施設の設計については，安全上の重要度を考慮して以下に掲げる事項を適切に考慮されたも

のであること。 

③外部人為事象に対する設計上の考慮 

・安全機能を有する構築物，系統及び機器は，想定される外部人為事象によって，施設の安

全性を損なうことのない設計であること。 
・安全機能を有する構築物，系統及び機器に対する第三者の不法な接近等に対し，これを防

御するため，適切な措置を講じた設計であること。 



2.14.3-3 

 

2.14.3.2 対応方針 

(1) 設計，設備について考慮する事項 

施設の設計については, 安全上の重要度を考慮して以下について適切に考慮したものとする。 

①想定される外部人為事象としては，航空機落下，ダムの崩壊及び爆発，漂流した船舶の港湾へ

の衝突等が挙げられる。本特定原子力施設への航空機の落下確率は，これまでの事故実績等を

もとに，民間航空機，自衛隊機及び米軍機を対象として評価した（原管発管 21 第 270 号 実

用発電用原子炉施設への航空機落下確率の再評価結果について（平成 21 年 10 月 30 日））。

その結果は約 3.6×10-8回／炉・年であり，1.0×10-7回／炉・年を下回る。したがって，航空

機落下を考慮する必要はない。また，特定原子力施設の近くには，ダムの崩壊により特定原子

力施設に影響を及ぼすような河川並びに爆発により特定原子力施設の安全性を損なうような

爆発物の製造及び貯蔵設備はない。また，最も距離の近い航路との離隔距離や周辺海域の流向

を踏まえると，航路を通行する船舶の衝突により，特定原子力施設が安全機能を損なうことは

ない。 

②安全機能を有する構築物，系統及び機器に対する第三者の不法な接近，妨害破壊行為（サイバ

ーテロ等の不正アクセス行為を含む）及び核物質の不法な移動を未然に防止するため，下記の

措置を講ずる。 

ⅰ）安全機能を有する構築物，系統及び機器を含む区域を設定し，それを取り囲む物的障壁を

持つ防護された区域を設けて，これらの区域への接近管理，入退域管理を徹底する。 

ⅱ）探知施設を設け，警報，映像監視等，集中監視する設計とする。 

ⅲ）外部との通信設備を設ける。 

（実施計画：Ⅱ-1-14-1～2） 

 

(2) 措置を講ずべき事項への具体的な対応方針 

第 2棟は，想定される外部人為事象によって，施設の安全性を損なうことのない設計とする。 

また，第三者の不法な接近等に対し，これを防御するため，適切な措置を講じた設計とする。 

 

① 電磁的障害  

第 2 棟は，電磁的障害による擾乱に対して，制御部，演算部は接地した鋼製の筐体に格納，

高圧動力ケーブルは金属シールド付きとするとともに，計装ケーブルとは別ケーブルトレイ

に設置，通信ラインにおける光ケーブルの適用等により，影響を受けない設計とする。 

 

② 不正アクセス行為（サイバーテロを含む） 

不正アクセス行為（サイバーテロを含む）を未然に防止するため，燃料デブリ等の閉じ込め

に係る設備の操作に係る監視・制御装置を第 2棟内の制御室に設置する。監視・制御装置は電

気通信回線等を通じて外部と接続しない設計としているため，電気通信回線等を通じた不正

アクセス行為（サイバーテロを含む）を受けることがない設計とする。 

 



2.14.3-4 

 

 

③ 漂流船舶の衝突 

第 2棟は，福島第一原子力発電所港湾から離れており，漂流船舶の衝突の恐れはなく安全

性が損なわれることはない。 

 

④ 航空機落下 

第 2棟への航空機の落下確率は，これまでの事故実績等をもとに，民間航空機，自衛隊機

及び米軍機を対象として評価した結果，落下の確率は低いため，安全性が損なわれることは

ない。 

第 2棟の標的面積は 0.001 ㎞ 2であり、標的面積の基準値である 0.01km2を下回ることか

ら、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の再評価結果について（原管発官 21第 270

号 平成 21年 10 月 30 日）で評価している航空機落下確率約 3.6×10-8回／炉・年に影響は

ない。 

 

⑤ ダム崩壊及び爆発  

ダムの崩壊により特定原子力施設に影響を及ぼすような河川並びに爆発により特定原子力

施設の安全性を損なうような爆発物の製造及び貯蔵設備はない。 
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【形状管理】
・試料ピットに一時保管する際は、試料ピットの形状による形状管理の臨界防止を行う。

2

【質量管理】
・燃料デブリ等 を核的制限値として臨界防止を行う（質量を管理するため、性状によらない）。

【管理対象物】

・燃料デブリ等

・核燃料物質を含む廃棄物

・標準試料

〔サービスエリア〕 〔分析室等〕

鉄セル グローブボックス フード

コンクリートセル

No.1 No.2 No.3 No.4

No.1 No.1

グローブボックス

No.2～No.4

α・γ測定室

フード

No.2

試料ピット
【核的制限値】
質量管理

コンクリートセルNo.1～No.4、
鉄セル、グローブボックス、フード、
α・γ測定室
【核的制限値】
質量管理

→：燃料デブリ等の流れ
→：臨界管理に係る流れ

形状管理

0. 第2棟の臨界管理について
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目次

0. 第2棟の臨界管理について

1. 標準試料の取扱フロー
規制庁殿コメント:
臨界管理上関係する燃料デブリ等の測定・分析に用いる標準試料についても、

その取扱や管理に関するフロー等を示すこと。

2. 廃棄物のフロー

3. 燃料デブリ等の質量管理

4. キャスク及び容器

3
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1.1. 概要

• 第2棟では、燃料デブリ等の分析・試験において、分析装置の校正等の目的で
核燃料物質に該当する少量の標準試料を使用する。

 U-233標準試料
天然ウラン標準試料
 Pu-242標準試料
 ペレット等の濃度既知の未照射燃料（以下「未照射燃料」という。）

• ここでは、現状想定している標準試料に係るフローについてご説明する。

4



無断転載・複製禁止 東京電力ホールディングス株式会社 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

1.2. 標準試料の種類と取扱場所等（1/2）

① U-233標準試料 【最大取扱量:1mg】

固体 (粉末)保管時の性状

金属容器に収納した状態でPVCバッグに封入保管の方法

α・γ測定室（保管庫）保管場所

分析装置の校正、回収率測定用途

鉄セル、グローブボックスNo.1、フードNo.2、α・γ測定室主な取扱場所

② 天然ウラン標準試料 【最大取扱量:100mg】

液体保管時の性状

金属容器に収納保管の方法

α・γ測定室（保管庫）保管場所

分析装置の校正用途

グローブボックスNo.3、α・γ測定室主な取扱場所

5
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③ Pu-242標準試料 【最大取扱量:1mg】

固体 (粉末)保管時の性状

金属容器に収納した状態でPVCバッグに封入保管の方法

α・γ測定室（保管庫）保管場所

分析装置の校正、回収率測定用途

鉄セル、グローブボックスNo.1、グローブボックスNo.3、フードNo.2、α・γ測定室主な取扱場所

④ 未照射燃料 【最大取扱量: 】

固体保管時の性状

金属容器に収納保管の方法

試料ピット保管場所

分析装置の校正用途

コンクリートセルNo.1∼4、鉄セル主な取扱場所

1.2. 標準試料の種類と取扱場所等（2/2）
6
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1.3. 標準試料の臨界に対する考慮

① コンクリートセル及び試料ピット
コンクリートセル及び試料ピットにおける標準試料の取扱量は、天然ウラン、濃縮ウラン（濃縮

度20％未満）、プルトニウム及びこれらの化合物の合計で 以下とする。
燃料デブリ等と標準試料を同時に取り扱う場合、標準試料の取扱量及び組成に基づき、標

準試料と燃料デブリ等における235U+Puの合計質量を評価し、その質量が の燃料デブリ等
中の235U+Puの質量を超えないよう管理する。

標準試料を試料ピットへ一時的に保管する場合は、燃料デブリ等と同様の容器へ収納する。
その際、同じ容器に燃料デブリ等と標準試料を混在させないように管理する。

② 鉄セル、分析室及びα・γ測定室
鉄セル、分析室及びα・γ測定室においては、燃料デブリ等及び標準試料の取扱量が少量で

あり、臨界に達することはない。

7
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1.4. 標準試料の取扱フロー（1/8）
①-1 U-233標準試料（分析装置の校正）

〔分析室〕

分析装置

8

→：標準試料の流れ
：移送容器
：試料容器

〔α・γ測定室〕

保管庫

グローブボックスNo.1 フードNo.1

〔α・γ測定室〕ローディングドック

フードNo.2

• 標準試料は、ロ
ーディングドック
より第2棟へ搬
入する。

• 搬入した標準
試料は、α・γ
測定室内の
保管庫にて
保管する。

• 標準試料を使用する際には、試料容器ごと
グローブボックスNo.1に移送する。

• グローブボックスNo.1では、標準試料を溶液
化し、必要量を分取する。

• 分取後は焼付等の前処理を行う。

• 分取した際の残りは、試料容器に入れ、再
びα・γ測定室内の保管庫にて保管する。

• グローブボックスNo.1より
、フードNo.1を介して、フ
ードNo.2へ移送する。

• フードNo.2ではマイラー
処理等の前処理を行い、
分析装置校正用の試料
調製を行う。

• 試料調製後は分析装置
の校正を行う。

• 校正後の試料は、
へ移送す

る。

• 校正に用いた試料は、核
燃料物質を含む第2棟固
体廃棄物として、試料ピ
ットにて一時的に保管す
る。

• 分析装置の校正に用いるU-233標準試料は、非常に少量（数μgオーダ)であるため、
鉄セル及び分析室の移送において、臨界に達することはない。

• コンクリートセルへの移送の際には、移送先にある燃料デブリ等の合計が最大取扱量
を超えないことを確認した後、移送する。

分析装置の校正において標準試料と燃料デブリ等が混合することはない
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1.4. 標準試料の取扱フロー（2/8）
①-2 U-233標準試料（回収率測定_1）

〔分析室〕

9

：標準試料の流れ
：標準試料と燃料デブリ等の混合物の流れ
：移送容器
：試料容器

〔α・γ測定室〕

保管庫

グローブボックスNo.1フードNo.1

ローディングドック

(2) (1)

鉄セル

次スライドへ

• 標準試料は、ロ
ーディングドック
より第2棟へ搬
入する。

• 搬入した標準
試料は、α・γ
測定室内の
保管庫にて
保管する。

• 標準試料を使用する際には、試料容器ごとグローブボックスNo.1に移送する。
• グローブボックスNo.1では、標準試料を溶液化し、必要量を分取する。
• 分取後は鉄セルへ移送し、溶液化した燃料デブリ等と混合する。
• 分取した際の残りは、試料容器に入れ、再びα・γ測定室内の保管庫にて保管する。
• 標準試料と燃料デブリ等の混合物に対し核種分離等の前処理を実施し、グローブボックスNo.1に移
送する。なお、前処理後の残液は核燃料物質が含まれるため、固化処理を行い、

試料ピットにて一時的に保管する。

• 回収率測定に用いるU-233標準試料は、燃料デブリ等と混合し分離は出来ないため、燃料デブリ
等の内数として管理する。

回収率測定において標準試料と燃料デブリ等が鉄セルにて混合する
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1.4. 標準試料の取扱フロー（3/8）
①-2 U-233標準試料（回収率測定_2）

10

フードNo.1グローブボックスNo.1

分析装置

〔α・γ測定室〕

フードNo.2

〔分析室〕

• 標準試料と燃料デブリ等の混合物に対し核種分
離、焼付等の前処理を行い、分析用の試料を調
製する。

• 前処理の残液は、核燃料物質が含まれるため、
固化処理を行い、 試料ピット
にて一時的に保管する。

• グローブボックスNo.1より
、フードNo.1を介して、フ
ードNo.2へ移送する。

• フードNo.2ではマイラー
処理等の前処理を行い、
分析用の試料を調製す
る。

• 試料調製後は分析を行う
。 • 分析済試料は、

へ移送する
。

• 分析済み試料は、核燃料
物質を含むため、試料ピ
ットにて一時的に保管す
る。

• 回収率測定に用いるU-233標準試料は、燃料デブリ等と混合し分離
は出来ないため、燃料デブリ等の内数として管理する。

• コンクリートセルへの移送の際には、移送先にある燃料デブリ等の合
計が最大取扱量を超えないことを確認した後、移送する。

：標準試料の流れ
：標準試料と燃料デブリ等の混合物の流れ
：移送容器
：試料容器

回収率測定において標準試料と燃料デブリ等が鉄セルにて混合する
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1.4. 標準試料の取扱フロー（4/8）
② 天然ウラン標準試料（分析装置の校正）
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→：標準試料の流れ
：移送容器
：試料容器

〔α・γ測定室〕

保管庫

ローディングドック

• 標準試料は、ロ
ーディングドック
より第2棟へ搬
入する。

• 搬入した標準
試料は、α・γ
測定室内の
保管庫にて
保管する。

• 標準試料を使用する際には、試料容器ごと
グローブボックスNo.3に移送する。

• グローブボックスNo.3では、標準試料を必
要量を分取する。

• 分取した際の残りは、試料容器に入れ、再
びα・γ測定室内の保管庫にて保管する。

• 分析装置の校正用試料を調製し、校正を行
う。校正した残りは核燃料物質が含まれる
ため、固化処理のため、グローブボックス
No.1へ移送する。

• グローブボックスNo.3より
、フードNo.1を介して、グ
ローブボックスNo.1へ移
送する。

• グローブボックスNo.1で
は、固化処理を行い、固
化体は

へ移送する。

• 固化体は、核燃料物質を
含む第2棟固体廃棄物とし
て、試料ピットにて一時的
に保管する。• 分析装置の校正に用いる天然ウラン標準試料は、非常に少量（数10μgオーダ)である

ため、鉄セル及び分析室の移送において、臨界に達することはない。
• コンクリートセルへの移送の際には、移送先にある燃料デブリ等の合計が最大取扱量
を超えないことを確認した後、移送する。

グローブボックスNo.3
グローブボックスNo.1フードNo.1

分析装置の校正において標準試料と燃料デブリ等が混合することはない
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1.4. 標準試料の取扱フロー（5/8）
③-1 Pu-242標準試料（分析装置の校正）

〔分析室〕
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：標準試料の流れ
：移送容器
：試料容器

〔α・γ測定室〕

保管庫

グローブボックスNo.1フードNo.1

ローディングドック

• 標準試料は、ロ
ーディングドック
より第2棟へ搬
入する。

• 搬入した標準
試料は、α・γ
測定室内の
保管庫にて
保管する。

• 標準試料を使用する際には、試料容器ごとグロー
ブボックスNo.1に移送する。

• グローブボックスNo.1では、標準試料を溶液化し、
必要量を分取する。

• 分取後は焼付等の前処理を行う。
• 分取した際の残りは、試料容器に入れ、再びα・γ
測定室内の保管庫にて保管する。

• グローブボックスNo.3では、ICP-MSの校正を実施
する。校正後の試料はグローブボックスNo.1へ移
送し、核燃料物質が含まれるため、固化処理を実
施する。

グローブボックスNo.3

分析装置

〔α・γ測定室〕

フードNo.2

• グローブボックスNo.1より
、フードNo.2へ移送する。

• フードNo.2では試料調製
を行う。

• 試料調製後は分析装置
の校正を行う。

• 校正後の試料、固化体は
、 へ
移送する。

• 校正後の試料、固化体は
、核燃料物質を含む第2
棟固体廃棄物として、試
料ピットにて一時的に保
管する。

• 分析装置の校正に用いるPu-242標準試料は、非常に少量（数
μgオーダ)であるため、鉄セル及び分析室の移送において、臨界
に達することはない。

• コンクリートセルへの移送の際には、移送先にある燃料デブリ等
の合計が最大取扱量を超えないことを確認した後、移送する。

分析装置の校正において標準試料と燃料デブリ等が混合することはない
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1.4. 標準試料の取扱フロー（6/8）
③-2 Pu-242標準試料（回収率測定_1）

〔分析室〕

13

：標準試料の流れ
：標準試料と燃料デブリ等の混合物の流れ
：移送容器
：試料容器

〔α・γ測定室〕

保管庫

グローブボックスNo.1フードNo.1

ローディングドック

(2) (1)

鉄セル

次スライドへ

• 標準試料は、ロ
ーディングドック
より第2棟へ搬
入する。

• 搬入した標準
試料は、α・γ
測定室内の
保管庫にて
保管する。

• 標準試料を使用する際には、試料容器ごとグローブボックスNo.1に移送する。
• グローブボックスNo.1では、標準試料を溶液化し、必要量を分取する。
• 分取後は鉄セルへ移送し、溶液化した燃料デブリ等と混合する。
• 分取した際の残りは、試料容器に入れ、再びα・γ測定室内の保管庫にて保管する。
• 標準試料と燃料デブリ等の混合物に対し核種分離等の前処理を実施し、グローブボックスNo.1に移
送する。なお、前処理後の残液は核燃料物質が含まれるため、固化処理を行い、

試料ピットにて一時的に保管する。

• 回収率測定に用いるPu-242標準試料は、燃料デブリ等と混合し分離は出来ないため、燃料デブ
リ等の内数として管理する。

回収率測定において標準試料と燃料デブリ等が鉄セルにて混合する
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1.4. 標準試料の取扱フロー（7/8）
③-2 Pu-242標準試料（回収率測定_2）

14

フードNo.1グローブボックスNo.1

分析装置

〔α・γ測定室〕

フードNo.2

〔分析室〕

• 標準試料と燃料デブリ等の混合物に対し核種分
離、焼付等の前処理を行い、分析用の試料を調
製する。

• 前処理の残液は、核燃料物質が含まれるため、
固化処理を行い、 試料ピット
にて一時的に保管する。

• グローブボックスNo.1より
、フードNo.1を介して、フ
ードNo.2へ移送する。

• フードNo.2ではマイラー
処理等の前処理を行い、
分析用の試料を調製す
る。

• 試料調製後は分析を行う
。 • 分析済試料は、

へ移送する
。

• 分析済み試料は、核燃料
物質を含むため、試料ピ
ットにて一時的に保管す
る。

• 回収率測定に用いるPu-242標準試料は、燃料デブリ等と混合し分離
は出来ないため、燃料デブリ等の内数として管理する。

• コンクリートセルへの移送の際には、移送先にある燃料デブリ等の合
計が最大取扱量を超えないことを確認した後、移送する。

：標準試料の流れ
：標準試料と燃料デブリ等の混合物の流れ
：移送容器
：試料容器

回収率測定において標準試料と燃料デブリ等が鉄セルにて混合する
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15

→：標準試料の流れ
：試料容器
：移送容器

1.4. 標準試料の取扱フロー（8/8）
④ 未照射燃料のフロー（分析装置の校正）

ローディングドック
コンクリートセル

No.1 No.2 No.3 No.4

• 標準試料は、ロ
ーディングドック
より第2棟へ搬
入する。

• 搬入した標準試料は、 試料ピットにて保管する。
• 標準試料を使用する際には、試料容器ごとコンクリートセルNo.4に移送する。
• コンクリートセルNo.4では、標準試料の研磨といった前処理を行う。
• 前処理後は、コンクリートセルNo.3または鉄セルへ移送し、分析装置の校正に使用する。
• 分析装置の校正後は 試料ピットにて保管する。
• 各重量測定器には予備を準備する。

鉄セル

分析装置の校正において標準試料と燃料デブリ等が混合することはない

• 試料ピットから標準試料を取り出すときや、セル間を移送する際には、移送先にある燃料デブリ等の合計
が最大取扱量を超えないことを確認した後、移送する。

重量測定器
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目次

0. 第2棟の臨界管理について

1. 標準試料の取扱フロー

2. 廃棄物のフロー
規制庁殿コメント:
核燃料物質を含む放射能濃度の高い液体廃棄物及びそれを固化したものにつ

いて、臨界管理上の位置づけ及び搬出先等での取扱いを整理して示すこと。

3. 燃料デブリ等の質量管理

4. キャスク及び容器

16
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2.1. 第2棟固体廃棄物の概要（1/2）

 第2棟固体廃棄物は以下のような分類を想定している。

〇高線量の第2棟固体廃棄物
コンクリートセル、鉄セル及びグローブボックスで発生する固体状の放射性廃棄物で、線

量の高いもの（1mSv/h以上）又は核燃料物質が含まれているもの（核燃料物質が
含まれているものは、線量の高低に関わらず高線量の第2棟固体廃棄物として管理する
）とする。

高線量の第2棟固体廃棄物は、福島第一原子力発電所内の払出先施設に払い出
すまで、第2棟内のコンクリートセルNo.4又は 試料ピットにて一時的
に保管する。また、払い出す際には、遮へい容器を利用して搬出する。

17
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2.1. 第2棟固体廃棄物の概要（2/2）

 高線量の第2棟固体廃棄物は以下のような管理方法を想定している。

〇核燃料物質が含まれるもの
核燃料物質が含まれるものは、線量に関わらず核燃料物質としての管理を徹底し、金

属の容器に収納し、 試料ピットにて一時的に保管する。
特に、燃料デブリ等の切断紛等が付着した除染資材等は、切断紛等と完全に分離する

ことが困難であるため、高線量の第2棟固体廃棄物として、上記の管理を行う。

〇核燃料物質が含まれないもの
核燃料物質が含まれないものは、金属の容器に収納し、コンクリートセルNo.4内で一時

的に保管する。

18
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2.2. 第2棟液体廃棄物の概要

 第2棟液体廃棄物は以下のような分類を想定している。

〇放射能濃度がα:0.01Bq/cm3を超える又はβγ:37Bq/cm3以上のもの
これらに分類された第2棟液体廃棄物は、コンクリートセル及びグローブボックスにて固化

処理後に高線量の第2棟固体廃棄物として、福島第一原子力発電所内の払出先施設
へ払い出す。

なお、固化処理については、当該液体廃棄物が入った容器（ポリ容器等）に固化剤
（セメント材又は石膏材）を加え、撹拌棒等で混錬し数日静置後、第2棟固体廃棄物
としての管理を行う。

また、混錬時には液体と固化剤との水和熱が発生するため、適宜温度を温度計で確
認しながら作業を行う。さらに、固化剤は酸性の液体と反応し、ガスを発生させる恐れがあ
るため、当該液体廃棄物の液性が中性であることを確認した後、固化処理を行う。

なお、機構では一部の液体廃棄物に対して、上記同様の処理方法を採用している。

19
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2.3. 第2棟固体廃棄物に係る概略フロー
－高線量固体廃棄物（コンクリートセル～グローブボックス）ー

〔サービスエリア〕

No.1 No.2 No.3 No.4

〔ローディングドック〕

移送キャスク

移送キャスク

〔分析室〕

鉄セル グローブボックス

No.1

クレーン

トラック

1F構
内 第2棟

払
出
先
施
設

液体廃棄物（高線量
）

固化体

20
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目次

0. 第2棟の臨界管理について

1. 標準試料の取扱フロー

2. 廃棄物のフロー

3. 燃料デブリ等の質量管理
規制庁殿コメント:
• 質量管理に用いる計器の信頼性を確保する方策について示すとともに、質量管理上必

要とされる測定結果の精度についても示すこと。
• 作業員の手動操作により質量管理を行うとしているが、燃料デブリ等の移送等の際に想

定される機器・器具の単一の故障、誤動作又は作業員の誤操作を明示するとともに、そ
れらの発生を考慮したとしても、質量管理上の核的制限値を逸脱しないことを示すこと。

4. キャスク及び容器

21
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3. 燃料デブリ等の質量管理について（1/2）
22

二重装荷を考慮しても臨界に達しないPuと235U を含んだ燃料デブリ等の重量は であるため、第2棟で設定して
いる核的制限値 は十分な裕度を持っている。

第2棟の臨界管理上の核的制限値を逸脱しないよう、質量管理に用いる計器の信頼性を確保する方策と、測定結果に要
求する精度を示す。
＜質量測定の手順※1＞
①分銅を用いて、質量計※2の校正を行う。
②分銅を測定し、校正が正しく実施できたことを確認する。
③燃料デブリ等、試料容器が収納された収納容器を繰り返し測定する。

なお、コンクリートセルNo.2に導入予定である重量測定器で測定可能な最小値は1gである。
④計算機又は伝票を用いて、平均値を求め、平均値の小数点第一位（単位:g）を切り上げ、

燃料デブリ等、試料容器が収納された収納容器の質量を求める※3。
⑤移送先の核的制限値を逸脱しないことを確認する。
※1:質量測定の手順は、作業者以外の確認も行えるよう2名以上で行う。
※2:測定可能な最大値が約30kgの仕様とする。また、予備機をセル外に用意する。
※3:平均値から収納容器及び試料容器の質量を差し引き、燃料デブリ等のみの質量を算出する。

コンクリートセルNo.2① コンクリートセルNo.2② コンクリートセルNo.2③ ④ ⑤

質量測定の手順（イメージ）

分
銅

校正 チェック

分
銅

繰返し測定
計算機又は伝票を
用いて燃料デブリ等
のみの質量算出収納容器

移送先の核的制限
値を逸脱しないこと
を確認する。

試料容器

燃料デブリ等
収納容器

試料容器

燃料デブリ等

引く 引く

試料容器
の

質量

収納容器
の

質量

燃料デブリ等
の
質量

すべて
の
質量
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3. 燃料デブリ等の質量管理について（2/2）
23

燃料デブリ等の移送等の際に想定される機器の単一の故障、誤動作又は作業員の誤操作としては、以
下が考えられる。

上記のことから、機器の単一の故障、誤動作又は作業員の誤操作を想定した場合においても、核燃料
物質が臨界に達しない管理が可能である。

対策内容機器の故障、誤動作

分銅を用いたチェックにより、故障していることを把握
可能である。また、質量計が故障しても、予備機を
用いることで質量管理を継続可能である。

質量計内部の基盤故障により、
計量結果が大きく異なる値が表示される。

質量計内部の基盤故障による
誤った計量表示①

予備機を用いることで質量管理を継続可能である。機器故障により、質量測定ができない状態となる。機器故障による質量管理不可②

対策内容作業員の誤操作
作業者以外の確認も行えるよう2名以上で行うため、
使用する分銅の取り間違いを防止可能である。燃
料デブリ等を測定する前に、分銅を用いたチェックを
再度行うため、校正方法の誤りを把握可能である。

校正を行う際に、使用する分銅を取り間違えて、正
しく校正されていない状態となる。校正方法の誤り③

計算機又は伝票を用いて質量管理を行うとともに、
作業者以外の確認も行えるよう2名以上で行うため、
二重装荷を防止可能である。また、二重装荷したと
しても、臨界に達しない量で管理する。

試料ピットの核的制限値（ ）を超えた試料
を収納し、核的制限値を逸脱する。→試料ピット

への二重装荷

移送先への
二重装荷④

保管容器を試料ピットから に取り出
す際、 に保管容器が１つ存在する状
態で、さらに保管容器を1つ取り出し、

の核的制限値（ ）を逸脱する。

試料ピット→

への二重装荷

1Fの他施設から第2棟コンクリートセルに試料を受け
入れる際、コンクリートセルに試料がある状態で受け
入れて、コンクリートセルの核的制限値（ ）を
逸脱する。

施設外→
コンクリートセル
への二重装荷
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24

第2棟の臨界安全評価について、以下のとおり評価を行っている。

• 臨界に達しないPuの重量:
（keff + 3σが 0.95※1 となる時の重量）

• 誤操作による二重装荷を考慮しても臨界に達しないPuの重量:
（上記(1)に二重装荷を考慮した安全係数 0.43※2 を乗じる）

• 第2棟における燃料デブリ等の取扱量 に含まれるPuと235Uを加えた重量: ※3

→Pu+235U＝ を含んだ燃料デブリ等の重量は ※4に相当

参考資料: 第２棟の臨界安全評価

※1: 『臨界安全ハンドブック第2版』, 日本原子力研究所, (1999)
※2: 『Guide de Criticité』, CEA-R3114, COMMISSARIAT A L’ÉNERGIE ATOMIQUE (1967)
※3: 燃料デブリ等 に含まれるPu+235Uの重量として、 から算出した重量
※4:Pu +235U＝ を含んだ燃料デブリ等の重量として、 から算出した重量
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目次

0. 第2棟の臨界管理について

1. 標準試料の取扱フロー

2. 廃棄物のフロー

3. 燃料デブリ等の質量管理

4. キャスク及び容器
規制庁殿コメント:
トップローディングとサイドローディングの使い分けについて説明すること。
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4.1. トップローディングとサイドローディングの考え方及び使い分けについて

コンクリートセル№1への搬入

収納容器の吊り下ろし

収納容器取出し

キャスク本体

扉開

バッグイン用
PVCバッグ

バッグアウトされた
収納容器

コンクリート
セルNo.1

コンクリート
セルNo.1

〔サービスエリア〕

〔サービスエリア〕

トップローディング方式のキャスク搬入

サイドローディング方式のキャスク搬入

26

トップローディング方式のキャスク
高線量又はサイドローディング方式のキャスクに入らない
大きい燃料デブリ等、高線量固体廃棄物を輸送する。
セル天井のポートに接続し、キャスク内の内容器を昇降
機構により下降させることで、収納容器をセル内部へ搬
入する。

サイドローディング方式のキャスク
少量の燃料デブリ等、高線量固体廃棄物を輸送する。
セル側面のポートに接続し、キャスク内のコンテナのみを
スライド（押出し）することにより、コンテナをセルのダブ
ルドア（外面）へと接続する。接続後、マニプレータ等
によりセル内のダブルドアの蓋を開け、コンテナ内の収納
容器を取出す。

バッグインの
イメージ図

コンテナと収
納容器
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試料ピットの解析モデル

の燃料デブリ等を収納した保管容器・臨界防止の観点から安全機能を有する容器は保
管容器である。
・ の試料ピットに保管容器を

で収納するため、形状管理のために保管容器の
とする。

4.2. 試料ピットで用いる保管容器について

安全機能
用途容器

臨界遮蔽閉じ込め

本申請の対象外
燃料デブリ等を輸送する際に使用する容器。トップローディング形
式やサイドローディング形式のキャスクで、収納容器を収納して使
用する。

輸送容器
（キャスク）

―――輸送容器で試料を輸送する際に使用する容器。収納容器に試
料容器を収納して使用し、キャスクの形式によって使い分ける。収納容器

―――燃料デブリ等の試料を収納する容器。収納する試料に応じて，金
属又は樹脂製等のを使用する。試料容器

〇――試料ピットに試料を保管する際に使用する容器。保管容器に試
料容器を収納して使用する。保管容器
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参考資料: 第２棟内の燃料デブリ等移送時の容器

・ 輸送容器（キャスク）
燃料デブリ等を輸送する際に使用する容器。トップローディング形式や

サイドローディング形式のキャスクで、収納容器を収納して使用する。

・ 収納容器
輸送容器で試料を輸送する際に使用する容器。収納容器に試料容

器を収納して使用し、キャスクの形式によって使い分ける。

・ 試料容器
燃料デブリ等の試料を収納する容器。収納する試料に応じて，金属

又は樹脂製等の容器を使用する。

・ 保管容器
試料ピットに試料を保管する際に使用する容器。保管容器に試料容

器を収納して使用する。

第2棟では以下の容器を使い分け、燃料デブリ等を取扱う。

〔ローディングドック〕 〔サービスエリア〕 〔分析室等〕

鉄セル グローブボックス フード

コンクリートセル

1F
他施設

No.1 No.2 No.3 No.4

No.1 No.1

グローブボックス

No.2～
No.4

α・γ測定室

フード

No.2輸送容器（キャスク）は1F他施設へ
返却、又は第2棟に一時的に保管

:輸送容器（キャスク）
:収納容器
:試料容器
:保管容器

一時的に保管

コンクリートセルNo.2で収納
容器から試料容器の取出し

コンクリートセルNo.1に輸送容器
を接続、収納容器を受け入れ

28
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参考資料:標準試料の最大取扱量（1/2）
29

【U-233標準試料】
• 主に分析装置（α線スペクトロメータ）の校正及び分析・試験（U-233, 234, 235, 236, 238）

における回収率測定に使用する。
• 年間約4×10-4mgに相当する放射能量の取扱いを想定している。作業性及び分析試料数が増加

した場合の取扱量を考慮し、最大取扱量を1mgとした。

【天然ウラン標準試料】
• 分析装置（高周波誘導結合プラズマ質量分析装置）の校正に使用する。
• 年間約2×10-1mgに相当する放射能量の取扱いを想定している。作業性及び分析試料数が増加

した場合の取扱量を考慮し、最大取扱量を100mgとした。

【Pu-242標準試料】
• 主に分析装置（高周波誘導結合プラズマ質量分析装置）の校正及び分析・試験（Pu-238,

239, 240, 241, 242, Am-242ｍ, Cm-245, 246）における回収率測定に使用する。
• 年間約2×10-3mgに相当する放射能量の取扱いを想定している。作業性及び分析試料数が増加

した場合の取扱量を考慮し、最大取扱量を1mgとした。

一部改訂

標準試料の最大取扱量の設定理由を以下に示す。
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参考資料:標準試料の最大取扱量（2/2）
30

【未照射燃料】
• 主に分析装置（蛍光X線分析装置及び電子線マイクロアナライザ）の校正に使用する。
（これらの分析装置の校正には、測定対象に近い材質かつ濃度の異なる複数の標準試料が必要）

• 上記の標準試料として、天然ウラン、濃縮ウラン、プルトニウム及びこれらの化合物の焼結体（未照射
燃料）の取扱いを想定している。

• 分析装置の構成には、濃度の異なる複数の未照射燃料が必要であることから、最大取扱量を とし
た。

• なお、未照射燃料中に含まれるプルトニウムは、Pu-242標準試料との合計で1g未満までとする運用を
想定している。

一部改訂



資料６ 

実施を計画しているリスク低減対策ならびに適切性（１／８） 

ロードマップ関連項目 想定されるリスク リスク低減対策 目的 対応状況 個々の対策に対する適切性 

プ
ラ
ン
ト
の
安
定
状
態
維
持
・
継
続
に
向
け
た
計
画 

原子炉の冷却計画 

・中長期的な温度計故障による原

子炉冷温停止状態の監視不能リス

ク 

原子炉圧力容器代替温度計の新設 

原子炉圧力容器の既設温度計について，既設温

度計の故障に備えて，追加温度計を設置できる

ように，温度監視が可能な箇所を選定し，各号

機の温度監視のバックアップが保たれるように

する。  

2 号機:平成 24年 10 月設置完了 

1，3号機:平成 31年 4月に作業

の成立性，温度計設置の成立性

の観点から設置が困難である旨

報告（毎月，温度計信頼性評価

を実施） 

①温度計がメンテナンスできないことにより故障し，使用可能な温度計がなくなった場合は冷却

状態の監視ができなくなる。 

②温度が監視できなくなるが，直接的に放射性物質の追加放出リスクに影響はない。 

③新旧の温度計はともに建屋内に設置されているため外部事象に対するリスクは小さい。 

④既設温度計は劣化により故障する可能性が増加する。 

⑤2 号機の温度計の故障が多いことから 2 号機を優先的に設置することが妥当である。1，2 号機

についても順次設置を検討していく予定である。 

⑥対策を実施することにより直接的に増加するリスクはないが，設置環境の線量が高いため被ば

く量が増加する。 

⑦既設の圧力容器温度計等の計器の劣化に備え，設置時期，箇所，方法について検討を実施す

る。 

格納容器内監視計器設置 

原子炉格納容器内の既設温度計については，故

障した場合，メンテナンスや交換ができないこ

とから，原子炉格納容器内部の冷温停止状態の

直接監視のために，代替温度計を格納容器貫通

部から挿入する。 

1 号機：平成 24 年 10 月設置完

了 

2 号機：平成 24 年 9月設置完了 

平成 25 年 8月追加設置完了 

3 号機：平成 27 年 12 月設置完

了 

①温度計がメンテナンスできないことにより故障し，使用可能な温度計がなくなった場合は格納

容器内の冷却状態の監視ができなくなる。 

②温度が監視できなくなるが，直接的に放射性物質の追加放出リスクに影響はない。 

③新旧の温度計はともに建屋内に設置されているため外部事象に対するリスクは小さい。 

④既設温度計は劣化により故障する可能性が増加する。 

⑤３号機の原子炉建屋内は線量が高いため，1，2 号機の設置を優先させることは妥当である。３

号機については，設置作業ができるよう環境改善後，速やかに設置する計画を立案する。 

⑥対策を実施することにより直接的に増加するリスクはないが，設置環境の線量が高いため被ば

く量が増加する。 

⑦既設の格納容器温度計等の計器の劣化に備え，設置時期，箇所，方法について検討を実施す

る。 

プ
ラ
ン
ト
の
安
定
状
態
維
持
・
継
続
に
向
け
た
計
画 

原子炉の冷却計画 

・注水機能停止リスク 

 

・放射性物質の系外放出リスク 

循環注水冷却水源

の信頼性向上対策 

復水貯蔵タンクへ

の運用変更と復水

貯蔵タンク炉注水

ポンプ配管のポリ

エチレン管化 

原子炉注水設備について，水源を仮設バッファ

タンクから，既設の復水貯蔵タンクに変更する

ことにより，水源保有水量の増加，水源の耐震

性向上を図る。さらに配管距離の短縮，ポリエ

チレン管の新設配管設置により，注水機能喪失

及び漏えいリスクの低減を図る。 

平成 25 年 7月復水貯蔵タンクの

運用開始 

平成 26 年 2月復水貯蔵タンク炉

注水ポンプ配管のポリエチレン

管化対策完了 

①炉注設備は既に多様性，多重性を備えており，一定の信頼性は確保されているが，期待される更

なる信頼性向上が図れない。 

②炉注機能が停止した場合の放射性物質の追加放出リスクは大きい。 

③水源を復水貯蔵タンクに変更することにより水源の耐震性が高くなるためリスクは低減する。 

④現行設備でも適切な保全により長期間使用可能と考えており，時間的なリスクの変化は小さい。 

⑤炉注設備の信頼性を向上させることはリスク低減に寄与するため可能な限り早期に実施するこ

とが望ましく，既に実施している。 

⑥対策を実施することにより直接的に増加するリスクはないが，設置環境の線量が高いため被ば

く量が増加する。 

⑦対策を実施できないリスクはない。 

漏えい時の敷地外

放出防止対策（堰

や漏えい検出設備

等の設置検討） 

原子炉注水設備の配管等に漏えいが発生した場

合の敷地外放出防止・早期検知のために堰や漏

えい検知設備を設置する。 

平成 25 年 12 月設置完了 

①漏えい時における放射性物質の追加放出リスクが低減しない。 

②漏えい時における放射性物質の追加放出リスクは大きい。 

③漏えい拡大防止を目的としており，外部事象に対する設備破損リスクは変化しない。 

④漏えい拡大防止を目的としており，時間的にリスクは変化しない。 

⑤可能な限り早期に実施することが望ましく，既に実施している。 

⑥対策を実施するリスクは小さい。 

⑦対策を実施できないリスクはない。 

仮設ハウスの恒久

化対策 

原子炉注水設備のポンプ等を恒久化したハウス

内等に配置することにより，台風，塩害，凍結

等の外部事象による設備の故障防止を図る。 

平成 25 年 2月設置完了 

①凍結等の外部事象リスクが低減しない。 

②炉注機能が停止した場合の放射性物質の追加放出リスクは大きい。 

③仮設ハウスを恒久化することで外部事象に対するリスクは低減する。 

④仮設ハウスを恒久化するものであり，時間的なリスクは変化しない。 

⑤可能な限り早期に実施することが望ましく，既に実施している。 

⑥対策を実施するリスクは小さい。 

⑦対策を実施できないリスクはない。 

建屋内循環ループ構築 

水処理設備など建屋外に設置された設備を経由

しない循環ループを形成し，系外への放出リス

クを低減する。また，建屋内滞留水をそのまま

冷却水として使用することにより，水処理設備

等の処理量，あるいは原子炉格納容器からの漏

えい水量に依存せずに，原子炉注水量を増加さ

せるシステムが構築出来る。 

平成 28 年 10 月運用開始 

（建屋滞留水循環冷却は，燃料

デブリ取り出しに合わせ検討

中） 

①大循環ループからの漏えいリスクが低減しない。 

②屋外に敷設されているループ長が縮小する分，漏えいリスクを低減する。 

③建屋内に設置することで，気象等に関わる外部事象に対するリスクが低減する。 

④現行設備でも適切な保全により長期間使用可能と考えており，時間的なリスクの変化は小さい。 

⑤建屋内循環ループを構築する前段階として，滞留水水質，作業環境や格納容器止水作業等との

干渉も含めて取水場所等を検討する必要があるため，目標時期までに対策できるよう，実施に

向けての調査・検討を行っている。 

⑥作業員の被ばくリスクに加え，建屋内が高線量となるリスクがある。 

⑦滞留水水質の傾向監視，ライン構成の最適化，除染等の環境改善等を考慮し，効果的な対策と

なるよう検討していく必要がある。 

  



 

適切性確認の視点 ①対策を実施しないリスク ②放射性物質の追加放出リスク ③外部事象に対するリスク ④時間的なリスクの増減  ⑤実施時期の妥当性  ⑥対策を実施するリスク ⑦対策を実施できないリスク 

Ⅰ
-
2
-
4-
添

1
-
2 

実施を計画しているリスク低減対策ならびに適切性（２／８） 

ロードマップ関連項目 想定されるリスク リスク低減対策 目的 対応状況 個々の対策に対する適切性 

プ
ラ
ン
ト
の
安
定
状
態
維
持
・
継
続
に
向
け
た
計
画 

原子炉の冷却計画 
・原子炉圧力容器・格納容器内不

活性雰囲気維持機能喪失リスク 

原子炉圧力容器・格納容器への窒素供給装

置の増設 

窒素供給装置は常用している２台の内１台の運

転で，原子炉格納容器内の水素濃度を可燃濃度

（４％）以下に維持するのに十分な性能を保持

している。また運転号機が停止しても予備の装

置を起動するまでの余裕時間も十分確保（100 時

間以上）されていることから，常用１台の運転

で問題はないが，更なる信頼性向上のため，常

用の窒素ガス分離装置を１台増設する。 

平成 25 年 3月設置完了 

①原子炉格納容器内窒素封入設備は，非常用電源を装備した窒素供給装置の設置により多重性を確

保しているものの，常用機器の長期間停止を伴う点検等を行う場合には，常用機器が単一状態とな

る。 

②現状の設備設置状況でも機器の多重性を確保していること，運転号機が停止した場合の停止余裕

時間も十分に確保（100 時間以上）されていることから，今回の更なる信頼性向上対策が無くとも，

水素爆発の可能性は十分に低く抑えられていると考えている。 

③高台に設置することにより，外部事象に対するリスクは低減する。 

④設備の経年的な劣化により窒素供給設備が故障するリスクが増加するが，装置の増設により，より

適切な保守管理が可能となる。 

⑤窒素供給装置の信頼性を向上させることはリスク低減に寄与するため，早期に実施することが望

ましく既に実施している。 

⑥対策を実施するリスクは小さい。 

⑦実施できないリスクはない。 

水素の滞留が確認された機器への窒素ガス

封入 

サプレッションチェンバ(S/C)気相部等の高濃度

の水素滞留が確認された機器について，窒素ガ

スの封入等により不活性状態にする。 

1 号機：平成 24 年 10 月より

対応中 

2 号機：平成 25 年 5月より対

応中 

3 号機：S/C 内閉空間気相部

の水素残留状況の調査を検討

中 

①今回確認されたサプレッションチェンバ内の高濃度の水素は，事故初期に発生したものの残留物

であると考えられ，酸素濃度が低いことや現在まで閉空間内に安定して存在してきてきたことを

鑑みると，水素爆発が発生する緊急性は低いと考えられる。しかしながら，水素パージを行わなけ

れば，この状況が継続する。 

②サプレッションチェンバは格納容器の一部であること，閉空間の容積によっては水素の残留量が

大きい可能性があることから，万一水素爆発が発生した際に放射性物質が放出されるリスクがあ

るが，本対策により低減ができる。 

③水素パージにより外部事象に対する水素爆発のリスクは低減する。 

④事故後現在まで安定した状態を維持していることや水の放射線分解の寄与は小さいと考えられる

こと，格納容器内については窒素封入により不活性状態は維持され，格納容器ガス管理設備により

水素濃度を監視していることから，時間的リスクが急激に増加することはないと考えられる。 

⑤サプレッションチェンバ補修工事等の関連工事や現場線量環境を考慮した上で，現場調査等を慎

重に行い，高濃度の水素が確認された場合には，早期に対策を実施する必要がある。 

⑥建屋内の高線量作業であるため，作業員の被ばくリスクに加え，水素濃度の挙動を確認しつつ作業

を行う必要がある。 

⑦現場の状況を踏まえて安全に水素パージができるように窒素封入方法を検討する必要がある。 



 

適切性確認の視点 ①対策を実施しないリスク ②放射性物質の追加放出リスク ③外部事象に対するリスク ④時間的なリスクの増減  ⑤実施時期の妥当性  ⑥対策を実施するリスク ⑦対策を実施できないリスク 

Ⅰ
-
2
-
4-
添

1
-
3 

実施を計画しているリスク低減対策ならびに適切性（３／８） 

ロードマップ関連項目 想定されるリスク リスク低減対策 目的 対応状況 個々の対策に対する適切性 

プ
ラ
ン
ト
の
安
定
状
態
維
持
・
継
続
に
向
け
た
計
画 

滞
留
水
処
理
計
画 

・放射性物質の 

系外放出リスク 

汚染水処理設

備等の 

信頼性向上 

滞留水移送・淡水化装置

周りの耐圧ホースのポリ

エチレン管化 

滞留水移送・処理設備において耐圧ホースを使

用している箇所をより信頼性の高いポリエチレ

ン管等に交換することにより，滞留水，処理水

の漏えいリスク，漏えい水による他の設備損傷

リスク，漏えい時の作業環境悪化リスクの低減

を図る。 

平成 24 年 8月対策完了 

①滞留水移送ラインからの放射性物質の追加放出リスクが低減しない。 

②漏えい時における放射性物質の追加放出リスクは大きい。 

③ポリエチレン管等へ取替を行うことにより，地震等の外部事象に対するリスクは低減する。 

④ポリエチレン管等へ取替を行うことにより，時間的な設備劣化損傷リスクは低減する。 

⑤可能な限り早期に実施することが望ましく，既に実施している。 

⑥対策を実施するリスクは小さい。 

⑦ポリエチレン管等の敷設が出来ない場合は，堰等により漏えいの拡大防止を図る。 

中低濃度タンク増設，及

びＲＯ濃縮水一時貯槽の

リプレース 

ALPS 処理水の貯留場所確保のために中低濃度タ

ンクを増設する。 

令和 2年 12 月目標容量の中低濃

度タンク設置を完了（合計 137

万 m3） 

①日々増加し続ける ALPS 処理水の保管場所が無くなり，貯留できなくなるリスクがある。 

②漏えい時における放射性物質の追加放出リスクは大きい。 

③貯蔵量を確保することが目的であり，外部事象に対するリスクは変化しない。 

④中低濃度タンクの経年劣化により漏えいリスクは増加する。 

⑤貯留場所確保のため，計画的に増設していく必要があり，既に実施している。 

⑥滞留水・処理水貯蔵量の増加により，漏えいリスクは増加する。 

⑦中低濃度タンク設置場所には限界があるため，緩和措置として，地下水流入量低減対策を確実

に実施する必要がある。 

中低濃度タンクエリアへ

の堰等の設置 

中低濃度タンクエリアに堰等を設置することに

より，貯蔵タンクからの漏えいの早期発見と大

規模漏えい時の系外への拡大防止 

中低濃度タンク設置に合わせ順

次実施。目標容量（137 万 m3）

の中低濃度タンク設置分は，漏

えい拡大防止策を実施済 

①漏えい時における放射性物質の追加放出リスクが低減しない。 

②漏えい時における放射性物質の追加放出リスクは大きい。 

③漏えい拡大防止を目的としており，外部事象に対するリスクは変化しない。 

④漏えい拡大防止を目的としており，時間的にリスクは変化しない。 

⑤可能な限り早期に実施することが望ましく，既に実施している。 

⑥対策を実施するリスクは小さい。 

⑦対策を実施できないリスクはない。 

多核種除去設備の設置 

本設備により，汚染水処理設備の処理済水に含

まれる放射性核種（トリチウムを除く）を十分

低い濃度まで除去することにより，汚染水貯蔵

量の低減ならびに中低濃度タンク貯留水の放射

能濃度低減による漏えい時の環境影響の低減を

図る。 

既設 ALPS：令和 4年 3月により

本格運転開始 

増設 ALPS：平成 29 年 10 月より

本格運転開始 

高性能 ALPS：平成 26年 10 月ホ

ット試験実施済 

①大量の放射性物質を含んだ汚染水を保有し，漏えいするリスクが低減しない。 

②漏えい時における放射性物質の追加放出リスクは大きい。 

③汚染水の処理により外部事象に対する中低濃度タンク等からの大量の放射性物質を含んだ汚染

水が漏えいするリスクは低減できる。 

④多核種除去設備の稼動が遅れることにより，汚染水貯留量が増加し中低濃度タンク等からの大

量の放射性物質を含んだ汚染水が漏えいするリスクは増加する。 

⑤可能な限り早期に実施することが必要であり，ホット試験を実施中である。 

⑥二次廃棄物の長期保管ならびに漏えいリスクが発生する。 

⑦対策を実施できないリスクはないが，実施できない場合中低濃度タンクを増設し汚染水を貯留

する。 

可能なトレンチから順次，止水・回収の実

施 

トレンチ内の滞留水を回収し，系外への漏えい

防止を図る。 

可能なトレンチ等から順次， 

止水・回収を実施中 

海水配管トレンチ内汚染水除去

完了 

 

2 号機： 

平成 27 年 6月（トレンチ内滞留

水移送完了） 

平成 29 年 3月（立坑充填完了） 

3 号機： 

平成 27 年 7月（トレンチ内滞留

水移送完了） 

平成 27 年 8月（立坑充填完了） 

4 号機： 

平成 27 年 12 月（トレンチ内滞

留水移送完了，立坑充填完了） 

1 号機：対応中 

①津波の浸入等により滞留水が敷地外へ流出するリスクが低減しない。 

②漏えい時における放射性物質の追加放出リスクは大きい。 

③対策を実施することにより津波の浸入等による滞留水が敷地外へ流出するリスクは低減する。 

④現在でも適切な管理を行っているが，高濃度滞留水のコンクリート健全部中の拡散を評価した

ところ，トレンチ部は 10～13 年で外表面に達するリスクがある。 

⑤止水方法の成立性等を検討し，可能なトレンチから順次実施していくことが望ましく，また，

並行して津波対策を実施予定。 

⑥対策を実施するリスクは小さいが，トレンチ内滞留水の処理が必要となる。 

⑦現場の状況を踏まえた止水方法等を検討する必要がある。 



 

適切性確認の視点 ①対策を実施しないリスク ②放射性物質の追加放出リスク ③外部事象に対するリスク ④時間的なリスクの増減  ⑤実施時期の妥当性  ⑥対策を実施するリスク ⑦対策を実施できないリスク 

Ⅰ
-
2
-
4-
添

1
-
4 

実施を計画しているリスク低減対策ならびに適切性（４／８） 

 

ロードマップ関連項目 想定されるリスク リスク低減対策 目的 対応状況 個々の対策に対する適切性 

プ
ラ
ン
ト
の
安
定
状
態
維
持
・
継
続
に
向
け
た
計
画 

滞留水処理計画 

・放射性物質の 

系外放出リスク 

建屋の津波対策（建屋開口部の閉鎖・水

密化） 

仮設防潮堤を超える津波が建屋開口部から浸入

し，建屋地下に滞留している高濃度滞留水が系外

へ漏えいしないよう建屋開口部の閉鎖・水密化等

を行う。 

令和 4年 1月建屋開口部閉止

（合計 127 箇所）完了 

①津波の浸入等により滞留水が敷地外へ流出するリスクが低減しない。 

②漏えい時における放射性物質の追加放出リスクは大きい。 

③対策を実施することにより津波の浸入等による滞留水が敷地外へ流出するリスクは低減する。 

④現在でも適切な管理を行っている上，水処理の継続により，滞留水中のインベントリは低減し

ていく方向であるが，時間的なリスクの変化は小さい。 

⑤現場状況を勘案し，対策の必要な箇所については，可能な限り早期に実施することが望まし

い。 

⑥対策を実施するリスクは小さい。 

⑦現場の状況を踏まえた止水方法等を検討する必要がある。 

・滞留水の発生量の増加リスク 

サブドレンの復旧 

建屋周辺の地下水を汲み上げる設備（サブドレ

ン）を復旧し，地下水位を下げることにより，建

屋内への地下水流入量の低減を図る。 

平成 27 年 9月サブドレン稼働開

始 

①建屋への地下水流入量が減少しないため，汚染水の増加リスクは低減しない。 

②漏えい時における放射性物質の追加放出リスクは大きい。 

③地下水流入量低減を目的としており，外部事象に対するリスクは変化しない。 

④水処理の継続により，滞留水中のインベントリは低減していく方向であるものの，建屋への地

下水の流入量を低減できないため，建屋内滞留水の漏えいリスクが増加する。 

⑤可能な限り早期に実施していく必要があり，復旧計画を検討中。 

⑥対策を実施するリスクは小さいが，サブドレン水の浄化が必要となる。 

⑦他の地下水流入量低減対策として，地下水バイパスを早期に稼働することで地下水流入量抑制

を図る。 

地下水バイパスの設置 

建屋周辺の地下水は山側から海側に向かって流れ

ていることから，建屋山側の高台で地下水を揚水

し，その流路を変更して海にバイパスすることに

より，建屋周辺の地下水位を段階的に低下させ，

建屋への地下水流入量の低減を図る。 

平成 26 年 5月地下水バイパス稼

働開始 

①建屋への地下水流入量が減少しないため，汚染水の増加リスクは低減しない。 

②漏えい時における放射性物質の追加放出リスクは大きい。 

③地下水流入量低減を目的としており，外部事象に対するリスクは変化しない。 

④水処理の継続により，滞留水中のインベントリは低減していく方向であるものの，建屋への地

下水の流入量を低減できないため，建屋内滞留水の漏えいリスクが増加する。 

⑤干渉する作業などはないことから，可能な限り早期に実施することが望ましい。 

⑥揚水井稼働により建屋の周辺地下水位が下がりすぎ，建屋の汚染水が流出するリスクやバイパ

スの揚水井に汚染した地下水を引き込み，海域へ放出されるリスクへの対応が必要である。 

⑦揚水井を稼働しても建屋への地下水流入が想定どおり減少しない場合も考慮し，水処理・貯留

場所の確保を行う必要がある。 



 

適切性確認の視点 ①対策を実施しないリスク ②放射性物質の追加放出リスク ③外部事象に対するリスク ④時間的なリスクの増減  ⑤実施時期の妥当性  ⑥対策を実施するリスク ⑦対策を実施できないリスク 

Ⅰ
-
2
-
4-
添

1
-
5 

実施を計画しているリスク低減対策ならびに適切性（５／８） 

ロードマップ関連項目 想定されるリスク リスク低減対策 目的 対応状況 個々の対策に対する適切性 

プ
ラ
ン
ト
の
安
定
状
態
維
持
・
継
続
に
向
け
た
計
画 

電気系統設備の 

信頼性向上 

・単一故障による 

電源停止リスク 

タービン建屋内所内高圧母線設置及び重要

負荷の供給元変更 

1 系統で供給していた重要負荷に対し，タービン建屋 2階

に設置する 2系統の所内高圧母線から供給できるようにす

ることで信頼性を向上させる。 

平成 25 年 3月タービン建屋内所

内高圧母線設置完了 

平成 25 年 7月重要負荷の供給元

変更完了 

①1系統で電源供給している重要負荷については，電源喪失時は一部小型発電機にて機

能維持ができるが，機能喪失に繋がるリスクは低減しない。 

②重要度の高い原子炉注水設備の更なる信頼性向上に寄与するとともに，使用済燃料

プール設備の一部の動的機器について，電源を２系統から供給できるようになるた

め，燃料の損傷による放射性物質の追加放出リスクを低減できる。 

③タービン建屋２階に設置されている所内高圧母線から供給できることにより，津波

に対する電源喪失リスクは低減する。 

④長期的には，電気設備の経年的な劣化故障による重要負荷の電源喪失のリスクは増

加する。 

⑤可能な限り早期に実施することが望ましく，既に実施している。 

⑥対策を実施するリスクは小さい。 

⑦対策を実施できないリスクはない 

・津波浸水による 

電源喪失リスク 
共用プール建屋の防水性向上 

所内共通ディーゼル発電機 A．Bが設置されている共用プ

ール建屋に対して津波対策として防水性を向上させる。 
平成 25 年 9月対策完了 

①共用プール建屋内への津波の浸入による所内共通ディーゼル発電機の電源供給機能

喪失のリスクは低減しない。 

②共用プール建屋内への津波の浸入を防止することで，所内共通ディーゼル発電機の

電源供給機能が維持できるため燃料の損傷による放射性物質の追加放出リスクは低

減する。 

③津波による所内共通ディーゼル発電機の電源供給機能喪失のリスクを低減できる。 

④時間的なリスクの変化はない。 

⑤可能な限り早期に実施することが望ましく，実施に向け検討を進めている。 

⑥対策を実施するリスクは小さい。 

⑦現場の状況を踏まえた方法を検討する必要がある。 

・電源喪失時の 

復旧遅延リスク 

小型発電機・電源盤・ケーブル等の資材の

確保 

津波・地震による全交流電源喪失を伴う異常時に備えて，

重要設備の復旧作業に必要な屋外照明等の資材を確保す

る。 

平成 25 年 3月対策完了 

①津波や地震により全交流電源喪失を伴う異常が発生した場合に，屋外照明等が無い

ことにより重要な設備の緊急復旧作業が遅延するリスクがある。 

②放射性物質の追加放出リスクはないが，全交流電源喪失等の異常が発生した場合

に，照明が無いことにより重要な設備の緊急復旧作業が遅延するリスクがある。 

③復旧資材の確保に対して外部事象に対するリスクはない。 

④時間的なリスクの変化はない。 

⑤可能な限り早期に実施することが望ましく，既に実施している。 

⑥対策を実施するリスクは小さい。 

⑦対策を実施できないリスクはない 

所内高圧母線 M/C（非常用 D/G M/C を含

む）の免震重要棟 

からの遠方監視・操作装置の新設 

免震重要棟からの遠方監視・操作を可能とし，異常の早期

検知を図る。 
平成 25 年 1月対策完了 

①電源喪失時に異常の検知等が遅れることで復旧作業が遅延するリスクがある。 

②対策を実施することで原子炉注水設備等の重要負荷の電源供給機能の長期機能喪失

を防止することができるため，燃料の損傷等による放射性物質の追加放出リスクは低

減する。 

③対策を実施することで外部事象に対する電源供給機能の長期喪失リスクは低減する。 

④時間的なリスクの変化はない。 

⑤可能な限り早期に実施することが望ましく，既に完了している。 

⑥対策を実施するリスクは小さい。 

⑦対策を実施できないリスクはない。 



 

適切性確認の視点 ①対策を実施しないリスク ②放射性物質の追加放出リスク ③外部事象に対するリスク ④時間的なリスクの増減  ⑤実施時期の妥当性  ⑥対策を実施するリスク ⑦対策を実施できないリスク 

Ⅰ
-
2
-
4-
添

1
-
6 

実施を計画しているリスク低減対策ならびに適切性（６／８） 

ロードマップ関連項目 想定されるリスク リスク低減対策 目的 対応状況 個々の対策に対する適切性 

発
電
所
全
体
の
放
射
線
量
低
減
・
汚
染
拡
大
防
止
に
向
け
た
計
画 

海洋汚染拡大 

防止計画 

・放射性物質が地下水に流出し

た際の海洋への放出リスク 
遮水壁の設置 

建屋内の汚染水が地下水に流出した場合，汚染された地下

水が地下の透水層を経由して海洋に流出することを防止す

る 

平成 27 年 10 月設置完了 

①汚染水が地下水に流出した場合の汚染水が海洋等へ流出するリスクが低減しない。 

②汚染水が地下水に流出した場合，放射性物質の追加放出リスクは大きい。 

③敷地内の汚染水保管設備が破損した場合，遮水壁が汚染水流出の歯止めとなるため，外

部事象に対するリスクは低減できる。 

④汚染水流出の歯止めが目的であり，リスクの時間的な変化はない。 

⑤干渉する作業などはないことから，早期に設置することが望ましく，既に実施している。 

⑥地下水ドレンでくみ上げた水により構内の保管水量が増加する。 

⑦対策を実施できないリスクはない。 

・港湾内の放射性物質の海洋へ

の拡散リスク 
港湾内海底土の浚渫・被覆等 

港湾内の環境改善のために海底の汚染土の除去と大型船舶

の航路・泊地を確保することを目的に，港湾内海底土の浚

渫・被覆等を実施する。 

浚渫した土は航路・泊地エリア外に一時的に集積させるこ

ととし，集積した土については再拡散防止のため，被覆等

を実施する。 

平成 28 年 12 月対策完了 

①港湾内の海底土が波浪等により再拡散し，港湾外に放出するリスクが低減しない。 

②波浪等により海底土が再拡散した場合，放射性物質の追加放出リスクは大きい。 

③対策を実施することで外部事象により海底土が再拡散するリスクは低減する。 

④海底土の拡散防止が目的であり，リスクの時間的な変化はない。 

⑤港湾内の船舶航行及び海上作業の輻輳状況を把握した上で，実施時期を検討する。 

⑥海底土が再拡散しない施工方法を選択することによりリスクは小さくなる。 

⑦対策を実施できないリスクはない。 

放
射
性
廃
棄
物
管
理
及
び
敷
地
境
界
の
放
射
線
量
低
減
に
向
け
た
計
画 

ガレキ等 ・敷地内被ばくリスク 

瓦礫類の覆土式一時保管施設の増設 

または一時保管エリアＡの追加遮へい 

施設内に保管されている発災以降発生した瓦礫や汚染水等

による敷地境界線量 1mSv/年未満を達成するため，瓦礫等の

保管施設の増設等を実施する。また，これらの作業により，

敷地内全体の雰囲気線量も低減され，作業環境の改善にも

なる。 

平成 27 年 6月設置完了 
①「措置を講ずべき事項」に要求されており，対策を実施しない場合，平成 25 年 3 月末

時点での敷地境界線量 1mSv/年未満の目標達成が困難となる。 

②敷地境界線量の目標達成が目的であり，放射性物質の追加放出リスクは小さい。 

③対策を実施することにより，竜巻等による瓦礫等の飛散するリスクは低減する。 

④敷地境界線量の目標達成が目的であり，時間的なリスクの変化はない。 

⑤平成 24 年度内に達成することを目標としており，作業としては既に実施している。 

⑥対策を実施することで，作業員等への被ばくが発生する。その為，線量管理等を適切に

実施することが必要。 

⑦対策を実施できない場合，施設内に保管されている発災以降発生した瓦礫や汚染水等に

よる平成 25 年 3 月末時点での敷地境界線量 1mSv/年未満が達成できなくなる。なお，

代替策は時間的な制約から困難である。また，保管施設設置場所は限界があるため，放

射性廃棄物の減容等を確実に実施する必要がある。 

覆土式の伐採木一時保管槽の設置 平成 24 年 12 月設置完了 

水処理二次 

廃棄物 

・敷地内被ばくリスク 

・放射性物質の系外 

放出リスク 

使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第三

施設，第四施設）の設置 

第三施設：平成 26 年 2月設置完了 

第四施設：平成 25 年 6月設置完了 

吸着塔保管施設の遮へい設置ならびに吸着

塔の移動 

遮へい設置：平成 25 年 3月設置完了 

移動:平成 26年 3月移動完了 

気体廃棄物 ・放射性物質の系外放出リスク 

２号機ブロ－アウトパネルの閉止 
２号機原子炉建屋ブローアウトパネルを閉止することで，

原子炉建屋から大気への放射性物質の放出を抑制する。 
平成 25 年 3月閉止完了 

①対策を実施しない場合，原子炉建屋から放射性物質が放出する状態が継続する。 

②原子炉の状態に変化がなければ，追加放出リスクに変化はない。 

③対策を実施することにより暴風等の外部事象に対するリスクは低減する。 

④時間的なリスクの変化はない。 

⑤早期に実施する必要があるが，ブローアウトパネルを閉止することで，原子炉建屋内の

作業環境悪化が懸念されることから，空調設備設置完了後に実施する。 

⑥対策を実施することで原子炉建屋内の作業環境悪化が懸念されるため，これらを改善す

るための空調設備の設置が必要。 

⑦現場の状況を踏まえた方法等を検討する必要がある。 

３，４号機使用済燃料取出用カバ－の設

置，フィルタ付換気設備の設置・運転 

使用済燃料プールから燃料を取り出すにあたって，作業時

の放射性物質の舞い上がりによる大気への放射性物質放出

を抑制するため，カバー並びに換気設備の設置を行う。 

3 号機：平成 30 年 2月燃料取り出し

用カバー設置完了 

4 号機：平成 25 年 11 月燃料取り出

し用カバー設置完了 

3 号機：平成 30 年 6月換気空調設備

設置完了 

4 号機：平成 25 年 10 月換気空調設

備設置完了 

①対策を実施しない場合，使用済燃料取出し作業に伴う舞い上がりにより，放射性物質

が放出するリスクが低減しない。 

②使用済燃料取出し作業に伴う舞い上がりによる放射性物質の追加放出リスクは大きい。 

③カバーの設置により，風雨により作業性が悪化するリスクを低減できる。 

④時間的なリスクの変化はない。 

⑤早期に実施していく必要があり，既に工事を実施している。 

⑥対策を実施することで，作業員等への被ばくが発生する。その為，線量管理等を適切に

実施することが必要。 

⑦現場の状況を踏まえた方法等を検討する必要があり，現場の状況により使用済燃料の取

り出し作業が遅れるリスクがある。 

敷地内除染計画 ・敷地内被ばくリスク 敷地内の除染計画の策定・実施 

敷地内の雰囲気線量を低減させることにより，作業被ばく

を低減させるとともに，ノーマスクエリア等を拡大し，作

業員の作業負担軽減を図る。 

平成 30 年 5 月以降除染や舗装等の対

策により構内全体の96%のエリアで一

般作業服と防塵マスク等の軽装備で

作業が可能 

①対策を実施しない場合，敷地内の雰囲気線量が低減しない。 

②被ばく抑制が目的であり，放射性物質の追加放出リスクは小さい。 

③外部事象に対するリスクは小さい。 

④時間的なリスクの変化はない。 

⑤対象範囲が広範囲であること，一部雰囲気線量が非常に高い所もあることから，段階を

踏んで，計画的に実施していくことが必要。現在，その認識の基，比較的に効果が見込

めるエリアを選定し，作業を実施している。 

⑥対策を実施することで，作業員等の被ばくが増加する。その為，線量管理等を適切に実

施することが必要。 

⑦現場の線量に応じた除染方法を検討する必要がある。 



 

適切性確認の視点 ①対策を実施しないリスク ②放射性物質の追加放出リスク ③外部事象に対するリスク ④時間的なリスクの増減  ⑤実施時期の妥当性  ⑥対策を実施するリスク ⑦対策を実施できないリスク 

Ⅰ
-
2
-
4-
添

1
-
7 

実施を計画しているリスク低減対策ならびに適切性（７／８） 
ロードマップ関連項目 想定されるリスク リスク低減対策 目的 対応状況 個々の対策に対する適切性 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
か
ら
の
燃
料
取
出
計
画 

１～６号機 

使用済燃料 

プール 

・冷却機能喪失リスク 

１～４号機使用済燃料プー

ル循環冷却設備の信頼性向

上対策 

予備品の確保 

ＳＦＰ冷却については，震災後設置した冷却設備等により継

続してプールの冷却・浄化等を実施している。昨年に設置し

た設備の故障等により，冷却機能が一時停止する事象が発生

したため，これらの再発を防止するため予備品の確保並びに

電源の多重化を行う。 

平成 25 年 4月対策完了 
①電源停止等により冷却機能が一時的に喪失するリスクが低減しない。 

②冷却機能が長期間喪失した場合の使用済燃料からの放射性物質の追加放出リスク

は大きい。 

③外部事象に対するリスクは継続する。 

④長期的には，電気設備の経年的な劣化故障による重要負荷の電源喪失のリスクは増

加する。 

⑤可能な限り早期に実施することが望ましく，既に実施している。 

⑥対策を実施するリスクは小さい。 

⑦対策を実施できないリスクはない。 

所内電源（M/C）多重化 

1，2号機：平成 25 年 3月

対策完了 

3，4号機：平成 25 年 6月

対策完了 

１～６号使用済燃料プールから共用プールへの燃料移

動 

１～４号使用済燃料プールには約 3，000 体の燃料集合体が

保管 (1 号機：392 体，2号機：615 体，3号機：566 体，4

号機：1533 体)されており，これらの崩壊熱を除去するた

め，震災後に使用済燃料プール循環冷却系を設置してい

る。これら冷却設備については，震災直後に設置した設備

であるため，信頼性向上対策等を実施することで冷却機能

が継続できるよう対策を講じているが，これら機能が長時

間停止した場合，使用済燃料の崩壊熱により，最悪の場

合，使用済燃料が溶融し，大気へ放射性物質を放出する可

能性が考えられる。その為，使用済燃料をより信頼性の高

い冷却機能を有し，雰囲気線量が低く管理しやすい，共用

プールに移送し，保管・管理を実施する。 

５，６号使用済燃料プールには約 3，000 体の燃料集合体が

保管 (5 号機：1,542 体，6号機：1,654 体)されており，こ

れらの崩壊熱を除去するため，既存の燃料プール冷却浄化

系で冷却をしている。廃炉の決定を踏まえ，５，６号機使

用済燃料プールの使用済燃料においても，１，２号機の作

業に影響を与えない範囲で共用プールに移送していく。 

1 号機：令和 9 年度～令

和 10 年度燃料取り出し

開始 

2 号機：令和 6 年度～令

和 8 年度燃料取り出し開

始 

3 号機：令和 3 年 2 月燃

料取り出し完了 

4 号機：平成 26 年 12 月

燃料取り出し完了 

5 号機：令和 6 年度より

燃料取り出し開始 

6 号機：令和 4 年度より

燃料取り出し開始 

 

①使用済燃料の冷却機能が長時間停止した場合，使用済燃料の崩壊熱により，最悪の

場合，使用済燃料が溶融し，大気へ放射性物質を放出するリスクは低減しない。 

②冷却機能が長時間喪失した場合の使用済燃料からの放射性物質の追加放出リスク

は大きい。 

③共用プールへ１～６号機使用済燃料プールの使用済燃料を受け入れることにより，

使用済燃料プールでの地震，津波等の外部事象の影響による冷却機能喪失時のリス

クが低減する。 

④冷却設備の劣化より，リスクは経時的に増加する。一方，冷却機能を長期間継続す

ることで使用済燃料の崩壊エネルギーが減少していき，仮に設備が停止しプールの

水温が上昇しても管理値に達するまでの時間は長くなる。 

⑤使用済燃料を取り出すには，原子炉建屋上部の瓦礫等の撤去，燃料取り出し用カバ

ー，燃料取扱設備の設置等が必要であり，これらを事前に行う必要がある。これら

準備が整い次第，早期に行うことが必要である。 

⑥使用済燃料を共用プール等へ移送させるため，移送時の燃料落下防止対策等を講じ

る必要がある。また，高線量雰囲気であれば，除染等の作業等を行うことも検討す

る必要があり，作業員の被ばく管理等を適切に行う必要がある。 

⑦瓦礫の影響や燃料ハンドルの変形等により取り出しが不可となった場合，後工程の

燃料デブリ取り出し工程に影響を及ぼす可能性があることから，これらの取扱方法

について検討している。 

共用プール 

・貯蔵容量の不足リスク 共用プールから仮保管設備への燃料移動 

共用プールには保管容量６８４０本に対して，既に６３７

７本保管している。今後，使用済燃料プールから使用済燃

料を受け入れるため，十分に冷却が進んだ使用済燃料を乾

式キャスクに移し，共用プールの燃料受入容量を確保す

る。 

平成25年6月以降順次実

施 

①対策を実施しない場合，使用済燃料プールからの燃料移送が困難となり，使用済燃

料プールでの冷却機能喪失時におけるリスク等が低減されない。 

②冷却機能が長期間喪失した場合の使用済燃料からの放射性物質の追加放出リスク

は大きい。 

③乾式キャスクに移し，高台の仮保管施設に移動することにより津波に対するリスク

が低減する。 

④対策を実施しない場合，使用済燃料プールからの燃料移送が困難となり，使用済燃

料プールでの冷却機能喪失時におけるリスク等が低減されない。 

⑤使用済燃料取り出しのために空き容量確保のため，計画的に実施する必要がある。 

⑥キャスク移送時の燃料落下防止対策等を講じる。 

⑦従前より実績のある取扱作業であるが，共用プール内の燃料払い出し作業と受け入

れ作業の輻輳による遅延が発生しないよう工程管理を検討する必要がある。 

・被災したキャスクの腐食等の

リスク 
キャスク保管建屋から共用プールへのキャスク移動 

キャスク保管建屋には，震災前から保管している乾式燃料

キャスクがあり，震災の影響により海水等を被っており，

腐食等の影響が懸念される。また，パトロール時の線量，

温度測定で異常の無いことを確認しているものの，常用の

監視系は使用できない状況である。その為，これらキャス

クを共用プールに移送し，キャスク本体の健全性を確認す

る。 

平成 25 年 5月完了 

①対策を実施しない場合，密封機能の健全性等，懸念材料が払拭されないこととなる。 

②乾式燃料キャスク内には既に使用済燃料（キャスク９基内に合計４０８本）を保管

しており，キャスクの密封機能等の健全性が確認・維持されなければ，保管した使

用済燃料からの放射性物質放出の抑制機能が確認できない。 

③再度津波等が発生した場合，キャスク保管建屋に海水等が浸水し，キャスクの密封

機能等の健全性に影響を与える可能性がある。 

④腐食等の進展によりキャスクの密封機能等の健全性が損なわれる可能性がある。 

⑤キャスクをキャスク保管建屋から移送するための準備，受入側の共用プールの準備

ができ次第，これら復旧作業を順次実施する計画である。 

⑥キャスクを移送するにあたっては，移送時のキャスク落下防止対策等を講じる。 

⑦監視について検討する必要がある。 

・冷却機能喪失リスク 共用プール M/C 設置 

共用プールの電源設備について，Ｍ／Ｃ（Ａ）（Ｂ）を復

旧することで，信頼性を向上させ，冷却機能維持に努め

る。 
平成 25 年 9月設置完了 

①電源停止等により冷却機能が一時的に喪失するリスクが低減しない。 

②冷却機能が長期間喪失した場合の使用済燃料からの放射性物質の追加放出リスク

は大きい。 

③外部事象に対するリスクは継続する。 

④長期的には，電気設備の経年的な劣化故障による重要負荷の電源喪失のリスクは

増加する。 

⑤可能な限り早期に実施することが望ましく，既に実施している。 

⑥対策を実施するリスクは小さい。 

⑦対策を実施できないリスクはない。 

  



 

適切性確認の視点 ①対策を実施しないリスク ②放射性物質の追加放出リスク ③外部事象に対するリスク ④時間的なリスクの増減  ⑤実施時期の妥当性  ⑥対策を実施するリスク ⑦対策を実施できないリスク 

Ⅰ
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1
-
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実施を計画しているリスク低減対策ならびに適切性（８／８） 

ロードマップ関連項目 想定されるリスク リスク低減対策 目的 対応状況 個々の対策に対する適切性 

原子炉施設の 

解体・放射性廃棄

物処理・処分に向

けた計画 

放射性廃棄物

処理・処分に

向けた計画 

・廃棄物保管容量の 

不足リスク 
雑固体廃棄物焼却設備の設置 

敷地内で発生した放射性固体廃棄物等を焼却，減容するた

め焼却設備を設置する。 
平成 28 年 3月運用開始 

①対策を実施しない場合，保管する放射性固体廃棄物等が増加するとともに，保管・

管理に係る業務が継続する。 

②放射性固体廃棄物等が増加するが，放射性物質の追加放出リスクは小さい。 

③保管物が火災等の外部事象によって，飛散する可能性がある。 

④対策を実施しなかった場合，放射性固体廃棄物等の保管リスクは時間的に増加す

る。 

⑤対策には建屋の建設から必要であり，長期にわたって時間を必要とする。現在既に

設計に入っており，H26 年度下期供用開始に向け，作業を進めている。 

⑥放射性固体廃棄物等を焼却することから，大気へ放射性物質を放出する可能性があ

る。その為，適切な処理設備を設置するとともに，放出管理も併せて実施し，敷地

外への影響がないことを確認する。 

⑦対策を実施できない場合は継続的に保管エリアを確保する必要がある。 

その他 

火災対策 
・発電所周辺・所内火災の延焼

リスク 

防火帯の形成・維持 

 

発電所内火災対策の策定・実施 

発電所周辺大規模火災から発電所重要設備の防護のため，

防火帯を形成するともに，発電所内火災から重要設備の防

護・延焼防止のため対策を策定・実施する。 

防火帯の形成は実施済 

今後も継続的に維持を行

う 

火災対策について，今後

も継続的に実施する 

①発電所敷地内外で大規模火災が発生した場合に，設備の機能喪失ならびに放射性

物質の舞い上がりが発生する可能性がある。 

②大規模火災によって放射性物質の追加放出リスクがある。 

③対策を実施することで大規模火災等の外部事象に対し，リスクを低減することが

できる。 

④リスクは時間的に変化しない。 

⑤計画的に実施していく必要がある。 

⑥防火帯の形成のために新たな森林の伐採が必要となり，保管エリアの確保・伐採

木の自然発火に対する対策が必要となる。 

⑦現場の状況に応じた対策（カメラによる監視・火報の設置・巡視等）を検討・実

施し，火災の早期検知に努めるとともに迅速な初期消火を行える体制を構築する

必要がある。 

敷地の確保に

向けた計画 

・特定原子力施設の全体工程達

成及びリスクマップに沿ったリ

スク低減のための施設建設用の

敷地の不足リスク 

ALPS 処理水希釈放出設備及び関連施設の設置 

特定原子力施設の全体工程達成及びリスクマップに沿った

リスク低減のため，今後新たな施設（燃料デブリ保管施設

等）を建設する必要がある。施設建設用の敷地を確保する

ため，ALPS 処理水等の貯蔵量を低減し中低濃度タンクを解

体できるよう，汚染水発生量以上の量の ALPS 処理水を海洋

へ放出できる設計及び運用とした ALPS 処理水希釈放出設備

及び関連施設を設置する。 

令和 5 年 4 月中頃使用前

検査完了予定 

①対策を実施しない場合，廃炉作業に必要な施設の設置のための施設が確保出来ず，

全体工程の達成及びリスクマップに沿ったリスク低減が実施されない。 

②海洋放出前の ALPS 処理水等の貯蔵が継続するが，溶接タンクでの保管や中低濃度

タンクエリアへの堰の設置により，放射性物質の追加放出リスクは海洋放出前とほ

とんど変わらない。 

③対策を実施することにより，外部事象により，中低濃度タンクに貯留している汚染

水，ALPS 処理水の系外漏えいが発生するリスクを低減することができる。 

④ALPS 処理水等の貯蔵量が増加し，中低濃度タンクの保守管理が継続することによ

り，廃炉作業に必要な施設建設用の敷地の確保に加えて，燃料デブリの取り出し等

といった相対的に高いリスクの低減に活用出来るリソースの確保等にも影響を与

える。 

⑤「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多核種除去設

備等処理水の処分に関する基本方針」に沿った時期となっている。 

⑥ALPS 処理水を海洋放出することから，告示濃度限度比 1 以上のトリチウムを放出

することとなる。測定・確認用設備での濃度確認，100 倍以上の希釈，希釈後のト

リチウム放出量 1,500Bq/L 未満，年間トリチウム放出量 22 兆 Bq/年未満とする設

計・運用により，環境への影響を抑制する。また，溶接タンクの解体・撤去方法の

確立や発生する固体廃棄物の保管管理が必要となる。 

⑦長期にわたって ALPS 処理水の安定的な海洋放出が必要とされることから，その供

用期間中に想定される機器の故障等を考慮した設計及び運用とする。 

分析 

・廃炉作業全体の遅延リスク

（廃棄物対策及び燃料デブリ取

り出し） 

放射性物質分析・研究施設第 1棟及び第 2棟の設置 

 

 

廃棄物や燃料デブリの長期安定保管や処理・処分に資する

各種分析を行うため放射性物質分析・研究施設第 1棟及び

第 2棟を設置する。 

第 1棟 

令和4年 10月 1日運用開

始 

第 2棟 

令和 8年運用開始予定 

①対策を実施しない場合，廃棄物対策や燃料デブリ取り出し等のリスク低減が計画通

り進まない。 

②閉じ込め等の安全対策を実施することにより，放射性物質の追加放出リスクを最小

限にする。 

③本施設で得られる情報により，他施設・設備の外部事象を含むリスク低減が進む。 

④廃棄物対策や燃料デブリ取り出し等のリスク低減が遅延する可能性がある。 

⑤燃料デブリ等を分析する第 2棟は「段階的な取り出し規模の拡大」を考慮した運用

開始時期としている。なお，第１棟については既に運用開始している。 

⑥第 2棟は，高線量かつ高汚染で臨界のおそれがある分析試料を取り扱うため，遮蔽

や閉じ込め，臨界防止等に係る安全上必要な措置を講ずることで，敷地境界への影響

を抑制する。 

⑦対策を実施できない場合は，取扱量に制限がかかるものの，茨城地区の分析施設を

活用する。 

 


